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清
代
園
家
財
政
に
お
け
る
中
央
と
地
方

l
l酌
援
制
度
を
中
心
に
し
て
|
|

岩

井

茂

樹

は

じ

め

に

薙
正
初
年
ま
で
の
制
度

動
支
、
郷
移
、
臨
空

四三

酌
擦
係
例
と
そ
の
障
制

酌
援
制
度
の
樹
綴

お

わ

り

に
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t主

じ

め

清
朝
中
極
は
素
観
し
た
財
政
の
改
革
に
よ
う
や
く
着
手
し
た
。

部
の
上
奏
に
劃
し
て
な
さ
れ
た
、
軍
機
大
臣
の
長
文
の
覆
奏
の
一
節
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
明

我
が
園
家
、
幅
員
は
贋
大
、
財
賦
は
股
繁
、
理
財
の
権
は
、

光
緒
三
四
年
(
一
九

Q
O、

「
先
ず
蹄
法
を
明
定
せ
ん
」
こ
と
を
請
う
度
支

外
に
し
て
は
以
っ
て
こ
れ
を
彊
吏
に
責
め

内
に
し
て
は
以
っ
て
こ
れ
を

(
戸
)
部
の
臣
に
統
ぶ
。
前
人
の
立
法
、
周
か
ら
ず
と
は
な
さ
ず
。
・
:
:
:
:
度
支
部
は
全
園
財
政
穂
陸
の
匡
と
な
す
。
宜
な
る
乎
、
内
に
し

て
は
各
街
門
、
外
に
し
て
は
各
直
省
の
あ
ら
ゆ
る
出
入
の
款
目
、
周
知
せ
ざ
る
は
無
し
。
市
る
に
今
は
寛
に
然
ら
ず
。
各
街
門
の
経
費
、

で
た
ら
め

往
往
に
し
て
自
ら
誇
り
自
ら
用
い
て
、
部
中
は
多
く
興
聞
せ
ず
。
各
直
省
の
款
項
、
内
舗
は
則
ち
部
に
報
(
錆
〉
す
る
も
壷
く
虚
文
に
属

し
、
外
鮪
は
則
ち
部
中
査
考
す
る
に
よ
し
な
し
。:・
:
:
:
各
省
の
財
の
若
き
は
即
ち
全
園
の
財
な
り
。
何
ぞ
漫
と
し
て
統
紀
な
か
る
可
け

然
れ
ど
も
外
省
は
財
用
の
寒
数
に
お
い

て
毎
に

隠
匿
し
、
部
を
し
て
知
ら
し
め
ず
。
故
に
部
中
つ
ね
に
其
の
相
い
欺
く
を
疑
い

ん
や
。



て
、
内
は
外
を
信
ぜ
ず
。
部
中
は
外
省
の
款
項
に
お
い
て
、
つ
ね
に
そ
れ
を
し
て
寒
に
擦
り
て
報
明
せ
し
む
る
に
、
決
し
て
提
用
せ
ざ
る

を
聾
言
す
る
も
、
報
出
に
お
よ
べ
ば
往
往
に
し
て
食
言
す
。
故
に
外
省
つ
ね
に
其
の
相
い
誼
く
を
畏
れ
て
、
外
は
内
を
信
ぜ
ず
。
:

五
十
年
来
の
財
政
権
の
分
裂
と
混
範
は
、
義
和
国
事
件
賠
償
金
の
支
排
を
議
定
し
た
辛
丑
篠
約
を
へ
て
、
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
た
よ
う
な
末
期
的

症
肢
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。

近
代
的
皐
問
で
武
装
し
た
同
時
代
の
外
園
人
観
察
者
は
、

清
園
の
財
政
が
、

「
極
端
ナ
ル
地
方
分
権
制
度
ヲ
採

用
」
(
『
清
園
行
政
法
』
第
五
各

一
九
二
、
頁
二
九
八
)
し
、
あ
る
い
は
、
「
戸
部
ハ

:
:
:
・
:
寅
際
地
方
財
政
ニ
開
興
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
唯
ダ
中
央

北
京
朝
廷
ノ
財
務
ヲ
司
ル
ノ
ミ
」
(
『
支
那
経
済
全
書
』
第
一
輯

一九
O
七
、
頁
四
三
九
)
と
述
評
す
る
。

H
-
B
・モ

1
ス
も
、
大
清
帝
園
の
園
庫

tま

一
部
の
税
目
が
そ
の
直
接
牧
入
で
あ
る
の
を
除
き
、
他
は
地
方
の
行
政
費
、
徴
税
費
の
徐
剰
に
た
よ

っ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
を
聯
邦
制
下

ド
イ
ツ
第
二
帝
園
の
園
庫
負
携
金
(
富
良
正
2
-与
Z
E
m
)
制
度
に
類
似
し
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
〈
刊
吉
凶

J
s
b
h
S札
〉
人
さ
き
た
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P
E
O
N
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∞
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)
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こ
れ
は
清
朝
財
政
の
現
朕
分
析
と
し
て
は
、
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
財
政
制
度
が
嘗
初
よ
り
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

ま
た
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そ
う
で
な
い
と
し
て
、

い
か
な
る
過
程
を
へ
て
こ
う
し
た
欽
態
が
あ
ら
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

さ
ほ
ど
興
味
を
示
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、

さ
き
の
引
文
中
の
「
周
か
ら
ず
と
は
な
さ
ざ
る
」
の
「
前
人
の
立
法
」
と
は
、
現
在
の
素
蹴
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
の
畢
な
る

修
蘇
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、

や
は
り
で
き
な
い
。
で
は
、
戸
部
は
い
か
に
し
て
理
財
の
擢
を
統
轄
し
、
全
園
財
政
線
匿
の
匡
で
あ
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
戸
部
と
各
省
と
の
財
政
権
上
の
関
係
は
.と
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
酌
接
制
度
の
果
た
し
た

機
能
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
光
を
あ
て
よ
う
と
思
う
。
清
代
の
財
政
は
、
い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う

が
、
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
問
題
を
限
定
し
、
制
到
象
を
う
ま
く
整
理
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
考
え
の
糸
口
さ
え
つ
か
め
そ
う
に
な
い
。
そ
こ

で
こ
こ
で
は
議
論
の
針
象
を
園
家
財
政
に
限
ろ
う
。
私
は
園
家
財
政
を
、
正
額
銭
糧
も
し
く
は
庚
義
の
正
項
銭
糧
に
か
か
わ
る
財
政
の
健
系
で
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あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
財
政
の
陸
系
と
、
園
家
財
政
と
の
開
係
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
で
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

清
代
、
正
規
の
税
牧
の
主
要
な
源
は
、
州
豚
で
徴
牧
さ
れ
る
地
丁
ハ
雑
税
課
を
含
め
て
い
う
)
と
、
特
設
官
聴
に
よ
っ
て
徴
牧
さ
れ
る
瞳
課
、
関
税
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(常
関
税
)
の
三
つ
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
地
方
各
省
で
集
め
ら
れ
、
戸
部
銀
庫
の
直
接
牧
入
は
摘
納
な
ど
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
地
方
で
の

税
牧
は

一
部
は
そ
の
省
内
で
支
出
さ
れ

一
部
は
戸
部
へ
逸
ら
れ

一
部
は
協
的
と
し
て
他
省
に
迭
ら
れ
る
が
、

そ
の
際
に
留
支
、
京
削
、

協
舶
の
銀
放
は
な
ん
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
調
節
さ
れ
、
各
省
お
よ
び
戸
部
銀
庫
の
牧
支
卒
衡
が
、
個
別
的
に
ま
た
総
合
的
に
保
た
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る。

あ
る
省
の
起
解
す
べ
き
京
帥
、
協
納
の
敬
一量
が
そ
の
能
力
を
超
え
て
い
れ
ば
、

そ
れ
は
賀
行
さ
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
留
支
の

削
減
、
税
糧
の
加
振
な
ど
の
手
段
に
よ

っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
留
支
も
、
こ
れ
が
各
省
で
自
由
に
行
な
わ
れ
れ
ば
、
戸
部
の
財

政
も
、
牧
入
不
足
の
省
の
財
政
も
、

た
ち
ど
こ
ろ
に
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
各
方
面
で
の
卒
衡
を
、
共
通
の
財
源
の
う
ち
で
、

し
か
も
ほ
ぼ
税
課
の
徴
牧
と
同
時
的
に
、

こ
う
し
た
制
度
に
つ
い
て
、

は
か
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
制
度
的
に
必
ず
解
決
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

②
 

は
じ
め
て
論
及
し
た
の
は
彰
雨
新
氏
で
あ
っ
た
。
地
方
に
お
け
る
税
賦
の
牧
支
は
、
中
央
の
命
令
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
、
各
省
で

の
支
出
分
以
外
の
除
剰
は

「
解
款
協
款
制
度
」
に
も
と

s

つ
い
て
、

一
部
は
郷
近
の
省
へ

一
部
は
中
央
へ
迭
ら
れ
る
。
こ

-128ー

の
緩
解
に
際
し
て
、
解
款
、
協
款
の
数
量
調
節
の
た
め
に
あ
る
の
が

「多
佑
」
と
「
春
秋
捜
」
の
制
度
で
あ
る
。
解
款
、
協
款
の
銀
数
は

や
み
く
も
に
わ
り
あ
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
前
年
の
多
に
各
省
よ
り
次
年
一
年
間
に
支
出
す
べ
き
俸
制
の
額
を
造
船
し
て
戸
部
に
と
ど
け
さ

せ
た
う
え
で
(
各
佑
〉
、
春
と
秋
の
二
度
、
各
省
の
銀
庫
中
の
現
存
銀
数
を
報
告
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
牢
期
分
の
珠
算
支
出
額
に
充
嘗
す
べ
き
分
、

お
よ
び
他
省
へ
の
協
納
分
を
除
い
て
、
他
は
戸
部
の
指
令
で
戸
部
銀
庫
へ
迭
ら
れ
る
(
春
秋
綴
)
。
こ
う
し
て
、
各
省
の
牧
支
お
よ
び
解
款
協
款

は
、
中
央
が
統
一
的
、
計
霊
的
に
支
配
し
、
各
省
で
濁
自
に
財
政
計
量
一が
た
て
ら
れ
牧
支
卒
衡
が
は
か
ら
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
、
き
わ
め

③
 

て
傾
聴
に
値
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

彰
氏
の
論
文
は
、
清
朝
中
央
の
地
方
財
政
支
配
が
、
こ
こ
に
略
述
し
た
「
燈
」

の
原
則
(
援
と
は
、
一
部
を
さ
い
て
わ
り
ふ
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
〉
か
ら
、
太
卒
天
園
期
を
へ
て
、

「
機
」
の
原
則
(
機
と
は
わ
り
あ
て
〉

へ
と
移
り
獲
っ
た
こ
と
、

お
よ
び
そ
れ
以
後
の
中
央
地
方
の
財
政

関
係
の
分
析
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
道
光
時
代
以
前
の
、
い
わ
ば
体
統
的
な
清
朝
の
財
政
支
配
の
あ
り
方
，
|
|
「
摺
」
の
原
則
ー
ー
に
つ

い
て
は
、

『
戸
部
則
例
』
中
の
二
僚
の
規
定
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
分
析
を
加
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
勿
論
、
そ
こ
で
は
奏
鈴
、
留
貯
や



耗
羨
動
支
な
ど
の
諸
制
度
も
含
め
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
。
「
解
款
協
款
制
度
」
の
根
幹
を
な
す
「
多
佑
」
、
「
春
秋
撮
」

れ
が
重
要
な
意
義
を
も
っ
、
と
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
行
政
法
規
上
の
分
析
だ
け
で
な
く
、
そ
の
制
度
創
出
の
背
景
や
運
用
の
寅
際
に
即
し

て
、
分
析
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

に
つ
い
て
、
そ

潅
正
初
年
ま
で
の
制
度

春
秋
援
制
が
、
彰
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
か
た
ち
、
す
な
わ
ち
『
戸
部
則
例
』
で
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
と
な
っ
た
の
は
、
潅
正
年
聞
の

こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
留
支
、
京
朗
、
協
鮪
は
ど
の
よ
う
に
し
て
調
節
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
遣
さ
れ
た
史
料
の
な
か
か
ら
、
明
確
な
答
え
を
引
き
だ
す
こ
と
に
は
相
嘗
の
困
難
を
お
ぼ
え
る
。
清
代
の
政
書
類
、
ま
た
寅
録
の
な

は
っ
き
り
と
し
た
規
定
を
見
い
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
清
初
か
ら
の
財
政
措
置
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
が

か
に
も
、

順
治
前
半
は
、
戦
費
の
支
梯
の
た
め
、
遁
常
の
財
政
が
行
な
わ
れ
る
は
ず
も
な
く
、
随
時
の
税
糧
加
涯
も
激
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ

の
な
か
で
、
徴
税
・
起
解
の
額
は
前
朝
の
そ
れ
に
よ
る
と
い
う
原
則
が
、
し
き
り
に
提
示
さ
れ
る
。
明
代
に
、
一
候
鞭
法
の
施
行
に
と
も
な
っ

て
出
現
し
た
賦
役
全
書
は
、
州
鯨
に
お
い
て
諸
税
目
を
一
括
す
る
か
た
ち
で
徴
牧
さ
れ
た
銀
雨
・
米
穀
を
、
本
来
の
設
税
の
名
目
と
数
量
ご
と
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か
り
を
得
る
こ
と
と
し
よ
う
。

に
ふ
り
わ
け
で
支
出
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
朝
も
入
開
嘗
初
よ
り
、

④
 

額
に
照
ら
し
て
」
、

「
地
畝
銭
糧
は
、
と
も
に
前
朝
の
曾
計
錬
の
原

徴
牧
・
起
解
す
る
、

⑤
 

鐸
に
あ
た
え
ら
れ
た
教
に
は
、

銭
糧
の
ま
さ
に
徴
る
べ
き
も
の
は
、
常
に
照
ら
し
て
徴
牧
し、

と
い
う
原
則
を
、
卒
定
地
域
に
お
い
て
順
次
適
用
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。
一
噛
王
を
捕
え
た
時
に
、
多

お
〈

ま
さ
に
京
に
解
る
べ
き
も
の
は
、
常
に
照
ら
し
て
運
迭
せ
よ
。
・
:
・

い
っ
さ
い
の
緊
要
な
る
国
籍
は
、
と
も
に
牧
識
し
て
失
う
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
。
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と
あ
る
が
、
「
常
に
照
ら
し
て
」
と
は
、
明
代
の
額
の
と
お
り
に
と
言
う
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
別
の
箇
所
で
は
、
「
寓
暦
年
聞
の
則
例
に
照
ら
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@
 

し
て
」

あ
る
い
は
更
に
は
っ
き
り
と
「
高
暦
年
聞
の
賦
役
全
書
に
照
ら

L
?
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

明
代
の
賦
役
全
書
が
そ
の
ま
ま
徴
牧

-
起
解
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
順
治
三
年
三
月
に
は
、
新
た
な
賦
役
全
書
の
作
製
が
命
ぜ
ら
れ
、
戸
部
で
は
侍
郎
王

③

⑤
 

弘
砕
が
そ
の
統
轄
の
任
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
よ
う
や
く
一
五
年
に
な
っ
て
完
成
を
み
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
ひ
き
つ

づ
き
明
代
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
順
治
末
年
に
各
地
で
作
ら
れ
た
賦
役
全
書
は
、
康
照
二
三
、
二
四
年
の
聞
に

は
「
簡
明
賦
役
全
書
」
と
し
て
改
訂
さ
れ
、
以
後
十
年
毎
の
修
輯
が
定
め
ら
れ
た
。
貫
際
に
は
、
十
年
毎
に
と
い
う
規
定
は
貫
行
き
れ
な
か
っ

た
が
、
薙
正
一
二
年
に
は
改
訂
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
財
政
事
務
の
う
え
で
一
定
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

(
布
政
)
司
の
核
ベ(

定

)

め

た

曾

計

加

と

は

、

で

は

い

ア

く

べ

か

ら

ざ

る

を

必

る
。
責
六
鴻
も
徴
税
に
際
し
、

「
惟
だ
全
書
と
、

東
南
(
地
方
〉

す
L 

〈『一
隅
感
全
書
』
巻
六
頁
二
)
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
賦
役
全
書
の
額
に
照
ら
し
て
徴
牧

・
起
解
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戸
部

は
地
方
の
牧
支
を
統
轄
し
、
全
園
的
な
財
政
上
の
調
節
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
不
可
と
私
は
考
え
る
。

州
鯨
の
地
丁
銭
糧
と
起
(
運
〉
・
存
(
留
)
の
歎
項
は
、

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
賦
役
全
書
は
各
州
豚
ご
と
の
、
徴
牧
す
べ
き
税
目
、
数
量
、

一
入
一
出
も
み
な
定
制
あ
り
て
、

⑫
 

原
も
と
奪
末
の
参
差
も
容
る
る
こ
と
な
し
。

お
よ
び
支
出
項
目
、
数
量
を
非
常
に
細
か
く
載
せ
た
も
の

-130ー

で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
州
燃
で
の
起
運
(
布
政
司
庫
へ
搬
入
す
べ
き
税
賦
)
と
存
留
(
州
鯨
で
の
支
出
分
)
の
額
を
定
め
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
徴
牧
す
べ
き
貫
額
は
年
年
繁
動
す
る
か
ら
、
全
書
の
数
字
は
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
、
と
い
う
貼
に
は
目
を
つ
ぶ
ろ
ゆ
。
存

し
か
し
、

留
、
起
蓮
と
も
額
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
布
政
司
に
起
運
さ
れ
て
か
ら
の
ち
の
起
運
銭
糧
の
慮
置
に
つ
い
て
は
、

一
部
の
款

項
を
除
き
、
そ
こ
に
は
指
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
た
と
え
す
べ
て
を
指
示
し
て
あ
っ
た
と
し
て
も
、
布
政
司
で
の
支
出

を
、
州
鯨
の
存
留
銭
糧
の
よ
う
に
、
す
べ
て
固
定
し
た
額
に
し
た
が
っ
て
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
と
で

再
び
ふ
れ
る
が
、
布
政
司
で
の
正
額
銭
糧
の
支
出
の
弾
力
性
は
、
州
照
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。

⑫
 

ま
た
順
治
八
年
以
後
、
し
だ
い
に
奏
錦
制
度
が
整
備
さ
れ
る
が
、
奏
錆
と
は
そ
の
本
来
の
性
格
か
ら
し
て
、
各
省
で
「
正
牧
正
支
」
が
行
な

わ
れ
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
指
示
や
定
則
の
と
お
り
に
寅
行
さ
れ
た
か
を
戸
部
が
事
後
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
銭
糧
の
支



出
、
起
解
を
そ
れ
に
よ
っ
て
行
な
う
も
の
で
は
な
い
。
賦
役
全
書
や
奏
銭
加
だ
け
で
は
、
全
園
的
な
調
節
を
行
な
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

貫
録
の
康
照
二
年
五
月
丙
成
の
燦
に
、
給
事
中
呉
園
龍
の
奏
請
に
も
と
づ
い
て
、
左
の
よ
う
な
決
定
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
規

定
は
簡
単
で
は
あ
る
が
、
注
目
K
値
す
る
。

直
隷
各
省
の
京
に
解
る
各
項
の
銭
糧
は
、
順
治
元
年
よ
り
起
き
、
す
べ
て
戸
部
に
師
す
。
七
年
に
至
り
て
ま
た
各
部
寺
を
し
て
分
管
し
て

は
び
こ

催
牧
せ
し
む
る
も
、
款
項
の
繁
多
な
る
を
も
っ
て
、
姦
弊
を
滋
ら
せ
易
き
を
致
す
。
請
う
ら
く
は
、
康
照
三
年
よ
り
始
め
と
な
し
、
あ
ら

十
分
の
考
成
を
作
し
(
十
割
徴
枚
を
勤
務
評
定
の
規
準
と
す
る
〉
、

ゆ
る
雑
項
は
と
も
に
地
丁
銭
糧
と
稽
し
て
、

す
ベ

そ
の
徐
は
遁
て
戸
部
に
解
ら
ん
こ
と
を
。
:
:
:
:
・
各
部
寺
街
門
の
ま
さ
に
用
う
べ
き
銭
糧
は
、
年
前
に
数
百
を
具
題

毎
年
正
月
に
兵
制
を
如
捜
す

る
を
除
く
の
外
は
、

し
、
失
年
に
戸
部
に
お
い
て
支
給
し
、
の
り
て
年
終
に
核
報
(
禽
計
報
告
〉

せ
し
め
ん
。

各
部
寺
の
財
政
上
の
濁
立
は
明
代
の
制
度
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
に
そ
れ
が
改
め
ら
れ
、
戸
部
に
預
算
を
提
出
し
支
給
を
あ
お
ぐ
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
解
款
制
度
に
つ
い
て
も
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、

一
つ
の
原
則
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
兵
制
を
如
撰
す
る
」
と
は
、

一
年
分

-131ー

の
兵
鮪
に
支
出
す
べ
き
額
を
定
め
て
、
そ
の
年
に
起
運
さ
れ
て
く
る
地
丁
鐘
糧
な
ど
の
う
ち
か
ら
、
ど
の
財
源
か
ら
い
く
ら
出
し
て
、
そ
の
兵

帥
の
額
に
充
嘗
す
べ
き
か
を
、
戸
部
が
指
援
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
正
月
は
曾
計
年
度
の
は
じ
め
で
あ
る
か
ら
、
預
算
と
し
て
、
兵
制
の
額

と
そ
の
財
源
と
を
前
も
っ
て
定
め
て
お
い
て
、
兵
制
へ
の
支
出
を
認
め
た
も
の
以
外
は
、
戸
部
へ
遅
ら
せ
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
、

布
政
司
庫
か
ら
の
最
大
の
支
出
項
目
は
兵
帥
で
あ
る
が
、
他
に
も
官
俸
役
食
、
河
工
な
ど
紋
く
べ
か
ら
ざ
る
支
出
項
目
が
あ
る
。
そ
れ
が
兵
倒

と
一
緒
に
「
担
擾
」
さ
れ
た
や
否
や
は
、
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、
牧
入
不
足
の
省
へ
の
協
飼
に
つ
い
て
も
、

⑬
 

年
〉
に
、

そ
れ
が
正
月
に
戸
部
に
よ
っ
て
措
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

在
碗
の
題
本
覆
稿
(
康
照
七
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査
し
た
る
に
、
各
省
の
最
も
貴
州
に
近
き
も
の
は
湖
庚
に
如
く
は
な
し
。

ら
し
め
た
れ
ば
、
則
ち
就
近
の
省
分
の
別
に
協
(
済
〉
す
べ
き
な
し
。
た
だ
江
西
・
江
南
あ
り
て
、

た
だ
湖
底
の
銭
糧
は
さ
き
に
行
(
文
〉

し
て

偉
く
雲
南
へ
解

こ
れ
を
別
省
に
較
ぶ
れ
ば
、

貴
州
よ
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り
距
た
る
こ
と
、
差
や
遠
か
ら
ず
と
な
す
。
こ
こ
を
も
っ
て
江
西
省
の
銀
十
三
高
雨
、
江
南
省
の
銀
十
七
蔦
爾
を
も
っ
て
解
済
せ
し
む
。

さ
き
に
す
で
に
臣
(
戸
)
部
正
月
援
舶
の
時
に
お
い
て
題
明
し
て
案
に
あ
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
正
月
擁
嗣
」
の
制
度
は
、
康
照
三
年
よ
り
貫
施
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
既
に
順
治
年
間
よ

⑬
 

り
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

戸
部
に
よ
る
兵
帥
の
指
援
に
際
し
て
は
、
外
省
よ
り
前
年
の
う
ち
に
、
次
年
度
の
兵
制
の
額
を
算
定
し
、

」
れ
に
射
し
て
財
源
を
指
定
〈
U

指
機
)
す
る
よ
う
に
と
い
う
請
求
が
題
本
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
た
し
か
め
ら
れ
る
。
右
に
引
用
し
た
部
分
に
つ
づ
い
て
、

そ
の
雨
新
お
よ
び
上
元
(
豚
)
等
の
項
の
瞳
課
銀
十
五
高
雨
(
が
貴
州
へ
協
済
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
)
、

銀
を
擁
給
せ
ん
こ
と
を
題
請
せ
る
に
、
臣
が
部
は
七
年
分
の
銭
糧
を
(
指
)
援
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
た
だ
起
解
の
謹
慎
す
る
を
恐
れ
、
遂
に

あ
ま

六
年
(
分
〉
の
存
す
る
所
の
盟
課
、
と
も
に
援
し
膿
し
た
る
見
銀
に
属
す
る
を
も
っ
て
、
(
戸
部
の
盗
)
文
の
到
り
て
(
何
筒
月
ま
で
に
貴
州
に

と
ど
く
よ
う
に
と
)
限
り
て
、
速
解
せ
し
む
る
に
繋
る
。

斡
撫
羅
緒
錦
上
年
十
二
月
に
見

と
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
務
上
の
手
績
き
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
薙
正
二
年
正
月
二
八
日
の
戸
部
題
本
時
に
引
用
さ
れ

-132-

た
、
四
川
巡
撫
禁
足
の
題
本
で
は
、
成
都
の
駐
防
八
旗
の
軍
官
・
兵
員
の
俸
前
、
馬
匹
の
豆
草
、
白
米
の
折
債
と
し
て
、

除
が
「
請
援
」
さ
れ
、
戸
部
は
そ
れ
に
射
し
て
「
:
・
:
・
:
等
の
項
の
銀
雨
は
歳
需
の
項
に
係
れ
ば
、
合
に
本
省
の
各
案
存
庫
銀
雨
:
:
:
南
徐
を

援
給
す
ベ
し
」
、
そ
し
て
支
出
し
た
銀
数
は
、
嘗
該
年
の
兵
馬
奏
鋪
加
に
造
入
し
て
報
錯
し
、
戸
部
の
査
核
を
う
け
よ
、
と
の
決
定
を
下
し
た
こ

と
が
見
え
碍
。
巡
撫
か
ら
の
支
出
算
定
と
「
請
撮
」
を
経
て
、
戸
部
が
そ
の
認
可
と
財
源
の
指
定
(
指
援
)
を
行
な
い
、
年
絡
に
は
そ
れ
が
奏

鋪
さ
れ
る
、
と
い
う
慮
理
過
程
を
想
定
で
き
る
。
ま
た
薙
正
元
年
ま
で
に
は
、
巡
撫
か
ら
の
「
請
援
」
は
、
「
預
佑
加
」
を
造
崩
し
て
、
前
年

⑫
 

十
月
内
に
戸
部
へ
、
遺
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
と
い
う
定
例
が
、
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

外
省
で
こ
う
し
た
支
出
預
算
を
算
定
(
佑
前
、
預
佑
、
佑
援
)
し
、

一
五

O
、
四
一
二
南

支
出
し
た
の
ち
に
は
、

各
州
勝
、

府
か
ら
提
出
さ
れ
る
禽
計
m
m
(
豚
、
府

品
川
が
あ
る
!
ー
を
作
製
す
る
の
は
布

の
草
冊
〉

を
と
り
ま
と
め
て
奏
鎗
加
|
|
御
賢
に
付
せ
ら
れ
る
責
婦
と
、

戸
部
へ
ま
わ
さ
れ
る
清
(
青
〉



政
司
で
あ
る
。
勿
論
、
布
政
使
に
は
題
本
を
上
る
権
限
も
、
戸
部
へ
直
接
洛
文
を
迭
る
権
限
も
な
い
の
で
、
表
面
に
出
る
の
は
、
巡
撫
と
、
そ

れ
に
禽
衡
す
る
総
督
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
制
度
の
成
立
年
次
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
各
省
は
、
原
則
的
に
は
毎
年
の

「
正
月
援
制
」
に
遵
っ
て
、
正
額
銭
糧
の
留
支
、
協
鮪
の
起
解
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
各
省
で
留
支
さ
れ
た
銭
糧
、
お
よ
び
他
省
の
支
出
に
あ
て
る
た
め
協
解
さ
れ
た
も
の
の
外
に
出
る
徐
剰
銭
糧
に
劃
し
て
、
戸
部
は
い

か
な
る
方
法
で
こ
れ
を
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戸
部
銀
庫
は
、
「
天
下
財
政
の
穂
陸
で
あ
っ
て
、
各
省
で
歳
ご
と
に
(
人
民
の
)
職

本
省
に
存
留
し
て
支
用
す
る
も
の
以
外
で
、

す
田
賦
・
漕
賦
・
瞳
課
・
関
税
・
雑
賦
は
、

⑬
 

る
L

、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
地
方
か
ら
起
解
さ
れ
る
銀
数
に
つ
い
て
は
、

凡
そ
起
運
し
て
京
に
至
る
も
の
は
み
な
こ
こ
に
入

羅
玉
東
『
中
園
遊
金
史
』
に
、

戸
部
銀
庫
大
準
責
般
に
よ
っ

て
、
難
正
二
年
よ
り
威
豊
三
年
ま
で
の
統
計
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
〈
頁
六
、
七
)
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
史
料
し
か
な
い
。

⑬
 

貫
録
の
康
照
四
八
年
一

一
月
庚
辰
の
篠
に
は
、
牧
入

一
、
三

O
O宮
内
雨
、
支
出
九

O
O寓
雨
と
あ
り
、
ま
た
王
鴻
緒
の
密
繕
小
摺
に
牧
入
一

千

絵
首
阿
南
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
だ
い
た
い
一
千
数
百
寓
南
の
牧
入
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
常
例
の
摘
納
な
ど
が
直
接
牧
入
で
あ
る
以
外
は
、
す

べ
て
各
省
の
布
政
司
、
盟
運
司
、
税
闘
な
ど
よ
り
起
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

-133ー

ち
に
、
銀
南
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
た
ぬ
は
、

高
雨
前
後
と
見
積
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
中
央
各
街
門
の
経
費
、
京
営
八
旗
の
兵
制
、
盛
京
戸
部
へ
の
協
款
な
ど
が
支
掛
さ
れ
る

一、

O
三
五
官
尚
南
絵
り
で
あ
り
、

③
 

『
薙
正
元
年
四
柱
清
濁
』
で
は
、
そ
の
一
年
の
う

さ
き
の
貫
録
の
九

O
O高
雨
と
考
え
あ
わ
せ
て
、
卒
常
一
千

こ
れ
に
射
し
、
戸
部
銀
庫
よ
り
直
接
支
出
さ
れ
る
銀
数
に
つ
い
て
も
、
史
料
は
乏
し
い
。

わ
け
だ
か
ら
、
清
朝
の
命
脈
の
存
す
る
所
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
も
各
省
で
支
出
さ
れ
る
分
、

お
よ
び
概
移
、
侵
歎
に
よ
っ

て
繍
空
と
な
っ
た
分
と
、
戸
部
へ
起
解
さ
れ
る
分
と
は
、
基
本
的
に
同
一
の
財
源
か
ら
出
る
の
で
あ
る
か
ら
、
競
合
闘
係
に
あ
る
と
言
っ
て
も

よ
い
。
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潅
正
年
聞
に
春
秋
援
制
が
確
立
す
る
以
前
は
、
中
央
戸
部
は
い
か
に
し
て
、
こ
の
京
鮪
起
解
分
を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
康
照
二
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年
の
規
定
で
は

「
兵
帥
に
拘
援
す
る
を
除
い
て
、
除
は
戸
部
へ
遺
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
簡
単
に
事
が
運
ぶ
わ
け
は
な
い
の
で

あ
る
。

私
に
は
ま
だ
不
明
確
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

だ
い
た
い
以
下
の
如
く
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
年
聞
の
解
京
銭
糧
一
千
数
百
寓
雨
の

一
定
部
分
は
、
常
例
と
し
て
解
京
の
額
が
定
ま
っ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
明
代
制
度
で
は
、
額
波
中
の
金
花
銀
と
、
歳
涯
、
坐
援
な

ど
の
う
ち
、
京
師
や
進
境
へ
迭
ら
れ
る
も
の
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
額
を
定
め
て
各
省
へ
わ
り
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

う
ち

そ
の

一
部
は
清
代
の

賦
役
全
書
中
に
も
、
同
様
に
解
京
の
定
額
分
と
し
て
記
載
さ
れ
て
レ
た
の
で
あ
る
。
清
代
前
期
に
こ
の
定
額
が
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
を
、
直

王
慶
雲
の
あ
げ
る
「
各
省
の
例
解
の
部
款
一
百
二
十
首
問
、
常
摘
・

旗
租

・
減
卒
二
百
除
寓
」

と
い
う
数
字
は
、
道
光

一
膳
の
め
や
す
と
は
な
ろ
ゆ
こ
の
部
分
は
、
未
徴
、
勝
空
と
な
ら
な
い
限
り
、
戸
部
は
放
っ
て
お
い
て

接
示
す
史
料
は
な
い
が
、

末
年
の
質
朕
に
も
と
づ
く
に
せ
よ
、

も
、
毎
年
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
数
量
の
黙
で
も
、

ま
た
ど
う
や

っ
て
確
保
す
る
か
と
い
う
黙
で
も
、
更
に
重
要
な
の
は
、
定
額
分
以
外
の
京
前
で
あ
る
。
確
保
の
方

@
 

の
戸
部
題
本
中
に
引
用
さ
れ
た
山
西
省
康
照
五
三
年
分
の

康
照
口
年
(
残
倣
)
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ま
ず
こ
れ
を
奏
鮪
の
な
か
に
窺
っ
て
み
よ
う
。

奏
舗
に
よ
る
と
、
額
徴
地
丁
銀
二
九
五
寓
除
雨
に
謝
す
る
「
支
用
各
款
」
と
し
て
、

法
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
じ
め
に
、

一
、
給
協
解
快
西
・
甘
粛
五
十
三
年
兵
制
銀
、
六
十
六
寓
雨
凶

欽
奉
上
議
案
内
接
給
甘
粛
兵
制
銀
、
二
十
高
七
千
七
百
四
十
二
雨
刷

一
、
給
解
部
銀
、

五
十
高
四
百
七
十
八
雨

ω

と
あ
り
、
以
下
本
省
内
で
の
支
出
各
項
が
績
い
た
の
ち
、
一
、
協
空
、
一
、
(
額
微
に
射
す
る
〉
未
完
地
丁
等
項
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
末
尾
に
は
、

一
、
存
剰
地
丁
等
銀
、

四
十
八
寓
四
千
一
百
六
十
一
南
側

す
み
や
か

「
躍
に
該
撫
に
行
(
文
)

し
て
、
作
速
に
部
に
解
ら
し
む
べ
し
」
、
と
述
べ
て
い
る
。

ω、
倒
は
と
も
に
協
鮪
で
あ
る
が
、
そ
の
手
績
き
は
異
な
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、

ωは
戸
部
の
「
正
月
接
納
」

こ
れ
ら
の
う
ち
京
嗣
と
な

と
あ
り
、
戸
部
は
こ
れ
を
、

っ
た
の
は

ωと
仰
で
あ
る
。



に
お
い
て
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
、
闘
は
そ
れ
と
は
別
案
の

帥
」
、
或
い
は
別
案
の
「
上
識
」

「
上
識
」

に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

京
鮪
で
あ
る

ωも、

「
正
月
擁

し
か
し
こ
の
遣
い
は
さ
し
て
重
要
で
な
い
|
|
預
め
起
解
を
命
ぜ
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
兵
館
や
協
働
の
拘
援
と
同
様
に
、
預
算
と
し
て
京
鮪
に
充
嘗
す
べ
き
こ
と
を
指
示
さ
れ
て
い
た
、
と
私

は
見
る
。
倒
は
そ
の
年
度
内
の
徐
酬
で
あ
っ
て
、
年
度
末
か
ら
敷
箇
月
後
に
上
達
さ
れ
る
奏
舘
に
よ
っ
て
戸
部
に
報
告
さ
れ
、
そ
の
昆
置
は
事

責
上
戸
部
が
決
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。 に

よ
っ
て
|
|
恐
ら
く
は
前
者
、

右
で
み
た
の
は
、
地
丁
項
下
銭
糧
に
閲
す
る
措
置
で
あ
る
が
、
盟
問
切
の
奏
舗
に
際
し
て
、

史
を
し
て
庫
に
貯
え
、
戸
部
の
(
洛
)
文
を
候
ち
て
、
前
に
援
す
ベ
し
」
と
の
語
が
み
え
る
。
盟
課
や
、
そ
し
て
恐
ら
く
関
税
な
ど
に
つ
い
て

②
 

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

庫
存
銀
数
を
記
し
て
、

「
ま
さ
に
該
(
巡
醸
)
御

も
同
様
で
あ
っ
た
、

②
 

京
鮪
起
解
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
落
正
元
年
一
二
月
一
八
日
、
南
准
巡
瞳
御
史
謝
賜
履
題
本
中
に
引
用
す
る
戸
部
洛
文
に
、

(
谷
)
文
到
り
て
六
十
日
(
内
〉
に
部
に
到
り
:
:
:
・

③
 

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
春
秋
援
制
制
定
以
前
よ
り
、
春
と
秋
の
雨
季
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

は
、
直
隷
・
山
東
・
山
西
等
の
省
は
、
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直
隷
・
山
東
・
河
南
・
山
西
・
江
南
・
江
西
・
漸
江
・
湖
贋
等
の
省
の
銀
南
は
、
春
秋
二
季
に
お
い
て
嬢
解
す
ベ
し
。
こ
の
起
解
の
限
期

お
お
む
ね
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
制
度
上
の
わ

く
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
戸
部
と
各
省
の
聞
の
財
政
関
係
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

戸
部
の
園
家
財
政
に
射
す
る
監
督
と
支
配
を
保
障
す
る
た
め
、
薙
正
初
年
ま
で
に
、

一、

「
一
省
財
賦
の
線
陸
」
で
あ
る
布
政
司
は
、

一
年
聞
に
支
出
す
べ
き
兵
鮪
銀
数
を
年
度
前
に
算
定
し
て
、
巡
撫
が
こ
れ
を
戸
部
に
、
十

月
ま
で
に
加
報
す
る
。
戸
部
は
こ
れ
に
封
し
、

み
こ
ま
れ
る
牧
入
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
に
充
首
す
べ
き
項
目
と
数
量
を
正
月
に
指
援
す
る

〈
佑
鏑
|
部
援
制
、
こ
れ
が
整
備
さ
れ
て
、
彰
雨
新
氏
の
言
う
冬
佑
制
と
な
る
〉
。
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一
、
牧
入
不
足
の
省
へ
の
協
鮪
も
、
見
こ
ま
れ
る
黒
字
分
の
う
ち
か
ら
、
正
月
の
部
接
、
あ
る
い
は
別
の
機
舎
に
指
示
を
う
け
て
貫
行
さ
れ
る
。
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一
、
戸
部
銀
庫
の
牧
入
は
、
的
常
例
摘
納
な
ど
の
直
接
牧
入
、

同
例
解
部
款
と
し
て
賦
役
全
警
に
定
額
の
あ
る
も
の
、

同
協
前
と
同
様
に
、

見
こ
ま
れ
る
黒
字
の
内
よ
り
起
解
を
命
じ
る
京
舶
、

M
N

奏
舗
に
際
し
、
年
度
内
未
支
給
の
も
の
と
、
黒
字
に
な
っ
た
も
の
よ
り
起
解
を
命

じ
る
京
倒
、
が
あ
る
。

組
之
、
各
省
の
兵
師
、
京
倒
、

っ
て
支
出
さ
れ
、
次
年
に
奏
錯
で
も
っ
て
そ
の
質
施
状
況
を
報
告
し
て
、
戸
部
の
承
認
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
績
き
に
よ
っ
て
、

協
舶
は

年
度
内
に
見
こ
ま
れ
る
牧
入
の
う
ち
か
ら
、

あ
ら
か
じ
め
戸
部
の
指
躍
を
受
け
た
額
に
し
た
が

戸
部
は
各
省
の
出
入
を
支
配
し

か
つ
全
園
的
な
財
政
の
卒
衡
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。

し
か
し

見
こ
み
ど
お
り
に
牧
入
が
得
ら
れ
る
と
は

限
ら
な
い
し
、

ま
た
部
躍
を
受
け
た
款
項
以
外
に
、
臨
時
の
支
出
が
あ
る
こ
と
も
嘗
然
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
京

舶
、
協
帥
が
、
額
の
と
お
り
に
起
解
で
き
な
い
と
い
う
事
態
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
制
度
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
、

議
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

春
秋
援
制
は
、
先
行
す
る
こ
れ
ら
の
制
度
を
前
提
と
し
て
、
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
を
明
確
に
す
る
た
め
、

い
ま
一
度
、
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薙
正
初
年
ま
で
の
制
度
の
も
と
に
お
い
て
、
具
践
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
か
を
、
次
章
で
考
察
し
よ
う
。

動
支
、
榔
移
、
蕗
空

戸
部
が
全
園
の
財
政
を
統
轄
す
る
に
あ
た

っ
て
、
財
政
事
務
上
の
決
定
を
下
し
、
外
省
の
巡
撫
な
ど
に
指
示
を
渡
す
る
た
め
の
、
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
る
の
は
、
各
省
か
ら
の
報
告
で
あ
る
。
戸
部
が
各
省
の
財
政
獄
況
を
正
し
く
把
握
し
て
こ
そ
、
戸
部
の
下
す
指
示
が
、
績
に
昔一旦
い
た
餅

@
 

と
な
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
恰
親
王
允
鮮
の
奏
摺
に
、

全
て
外
省
の
題
疏

・
洛
文
を
も
っ
て
擦
り
。
と
こ
ろ
と
な
し
、

方
め
て
項
款
清
楚
に
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
支
給

・
擁
解
の
項
も
遅
延
・
錯
誤
を
致
さ
ざ
る
を
得
。

と
、
地
方
か
ら
の
題
本
、
奏
疏
や
洛
文
に
よ
る
報
告
の
重
要
性
を
言
う
の
も
、
こ
れ
に
よ
る
。

本
(
戸
)
部
の
銭
糧
は
、

必
ず
内
と
外
と
霊
一
、
前
と
後
と
相
い
符
し
て



順
治
時
代
よ
り
、
各
省
で
賦
役
全
書
を
作
製
し
て
戸
部
へ
迭
ら
せ
た
り
、
奏
錯
婦
、
佑
鋪
婦
な
ど
を
毎
年
定
期
に
造
崩
し
て
戸
部
へ
報
告
を

す
る
制
度
が
、
整
備
さ
れ
て
き
た
の
は
、
前
章
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
い
く
つ
か
の
措
置
を
講
じ
た
だ
け
で
は
、
戸
部
が
外

省
の
正
額
銭
糧
の
出
入
を
制
し
、
京
鶴
、
協
鮪
の
起
解
を
戸
部
の
指
示
ど
お
り
に
寅
行
さ
せ
る
こ
と
は
、
や
は
り
で
き
な
か
っ
た
。
恰
親
王
は

@
 

薙
正
二
年
一
一
月
二
六
日
に
上

っ
た
奏
摺
「
震
請
定
酌
援
篠
例
事
」
の
官
頭
で
、
現
行
制
度
の
う
ち
に
存
在
す
る
問
題
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。

臣
が
部
の
毎
年
の
春
秋
二
接
、

年
移
大
躍
の
蓄
例
に
は

各
省
の
本
年
額
徴
銭
糧
、

お
よ
び
各
年
各
案
の
登
記
〈
済
み
〉
銀
雨
を
按
じ

し
か
る
に
各
省
の
本
年
額
徴
は
、
い
ま
だ
奏
錯
を
へ
ざ
れ
ば
、
徴
牧
し
て
庫
に
存
す
る
の
数
、
多
少
な
る
を
、

確
知
す
る
能
わ
ず
。
そ
の
各
年
各
案
登
記
銀
雨
も
、
本
省
あ
る
い
は
す
で
に
別
案
に
お
レ
て
動
癒
す
る
も
、
ま
た
い
ま
だ
奏
舗
を
へ
ざ
れ

て
、
通
計
し
て
酌
援
す
。

ば
、
部
内
の
登
記
よ
り
て
い
ま
だ
開
除
さ
れ
ず
。
故
に
部
援
の
歎
項
は
、
各
省
の
撫
臣
、
あ
る
い
は
す
で
に
動
支
せ
る
を
も
っ
て
、
あ
る

た

い

い

わ

け

い
は
い
ま
だ
徴
牧
を
へ
ず
、

援
給
に
敷
ら
ず
を
も

っ
て
詞
と
な
し
(
部
鍛
に
従
わ
な
い
)
。

な
に
が
し

け
だ
し
、
部
援
の
款
項
は
、
定
例
に
お
い
て
必
ず
指
す
所
の
何
の
項
に
照
ら
し
て
動
用
し
、
藩
庫
に
た
と
え
別
項
の
、
庫
に
存
す
る
も

か
つ
て

の
あ
る
も
、
部
の
指
す
所
に
あ
ら
ざ
る
を
以
っ
て
、
あ
え
て
撞
に
動
か
さ
ず
。
放
に
往
往
に
し
て
(
戸
部
へ
)
洛

(
文
)
も
て
改
擁
を
請

う
。
査
す
る
に
、
各
省
の
兵
制
・
騨
姑
・
官
役
俸
工
等
の
項
は
、
み
な
月
を
按
じ
て
支
(
梯
〉
い
、

か

し

か

稽
け
る
べ
か
ら
ず
。
乃
る
に
ひ
と
た
び
洛
〈
文
)
題

〈
本
〉
も
て
改
擬
す
れ
ば
、
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そ
の
別
省
の
協
鮪
も
、

ま
た
時
日
を

往
返
や
や
も
す
れ
ば
数
月
を
隔
て
、

既
に
し
て
兵
制
に

し
か
も
別
項
の
す
で
に
徴
(
存
)
せ
る
銀
南
も
、

あ
る
い
は
鰐
空
を
致
さ
ん
。
こ
れ
み
な
部
内
の
、
各
省
の
寒
在
に
庫
に
存
す
る
款
項

・
数
回
を
知
ら
ざ
る
に
よ
る
。

お
い
て
誤
つ
こ
と
な
か
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、

徒
に
藩
庫
に
貯
え
て
、
恐
ら
く
は
反
っ
て

戸
部
は
、
牧
支
に
徐
裕
の
み
こ
ま
れ
る
省
に
射
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
算
定
さ
れ
た
額
に
し
た
が
っ
て
、
春
と
秩
の
二
度
、
京
前
の
起
解
を
指
令

す
る
。
春
季
に
起
解
さ
る
べ
き
銀
数
は
、
前
年
の
下
忙
徴
牧
期
以
後
に
徴
牧
さ
れ
て
布
政
司
庫
に
起
運
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
銭
糧
数
日
と
、
そ

の
年
の
正
月
撞
前
に
し
た
が
っ
て
、
留
支
、
協
解
さ
れ
る
べ
き
数
目
と
を
に
ら
み
あ
わ
せ
て
、
算
定
し
て
あ
る
し
、
秋
季
の
そ
れ
は
、
そ
の
年

329 
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の
上
忙
徴
牧
期
以
後
の
見
こ
み
牧
入
と
支
出
に
つ
い
て
、
同
様
に
算
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
算
定
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
は
、
戸

散
と
は
一
致
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
考
え
た
数
回
で
あ
っ
て
、
京
舶
の
援
解
を
行
な
う
そ
の
時
黙
に
、
寅
際
に
庫
中
に
現
存
す
る
銀

ま
た
戸
部
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
別
項
に
支
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
銀
雨
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
恰
親
王

部
が
そ
の
時
ま
で
に
は
入
庫
ず
み
で
あ
る
、

が
述
べ
る
よ
う
な
弊
害
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。

援
解
を
指
令
し
た
時
黙
で
、

い
か
に
奏
錆
制
度
が
整
備
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
事
後
報
告
に
す
ぎ
ず
、
佑
鮪
を
い
か
に
巌
格
に
査
定
し
て
も
、
そ
れ
は
殻
定
で
し
か
な
い
。

い
ま
だ
可
能
態
で
し
か
な
い
も
の
を
も
っ
て
、
現
貫
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
遁
理
で
あ
る
。

こ
う
し

て
、
正
額
銭
糧
に
射
す
る
戸
部
の
支
配
は
十
全
で
は
な
く
、
外
省
が
様
々
の
理
由
を
つ
け
て
、
京
鍋
の
起
解
を
拒
ん
だ
り
、

「
改
擾
」
を
請
う

た
り
す
る
事
態
を
い
た
す
わ
け
で
あ
る
。

引
文
中
で
、
巡
撫
が
部
援
を
受
け
た
項
目
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
動
支
」
ず
み
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
部
援
に
し
た
が
わ
な
い
、
と
い
う
朕

況
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
銭
糧
の
動
支
、
あ
る
い
は
動
用
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。

戸
部
は
三
藩
の
凱
に
よ
る
財
政
難
の
さ
な
か
、
康
照
一
七
年
に
、
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司
・
道
等
の
官
は
す
べ
か
ら
く
ま
ず
督
撫
に
申
詳
し
、

詳
題
明
せ
ず
し
て
、
寛
に
奏
(鈎
〉
般
に
入
れ
て
(
開
〉
錯
を
請
わ
ば
、
錯

-v-准
さ
湖
、

各
省
、
銭
糧
を
動
用
す
る
に
、

〈
督
撫
は
)
預
め
題
明
を
行
な
う
ベ
し
。

も
し
申

と
い
う
規
定
を
設
け
、
正
月
擁
鮪
の
際
に
指
援
し
た
も
の
以
外
に
、
銭
糧
を
動
支
す
る
こ
と
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
財
政
状
態

の
改
善
と
と
も
に
、
規
制
が
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
ゆ
く
の
を
確
認
で
き
る
。

ゅ
う
よ

緩
す
べ
か
ら
ざ
る
時
」
に
限
っ
て
、

一
七
年
の
規
定
で
は

「
正
に
用
兵
し
つ
つ
あ
り
て

刻
と
し
て

康
照
三
一
年
に
な
る
と
、

後
、
現
今
用
う
べ
き
の
銭
糧
は
、
該
(
叩地
)
撫
、

一
面
動
用
」
を
許
す
と
い
う
例
外
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
、

@
 

「
陵
上
へ
の
供
鹿
、
弁
び
に
緊
要
の
事
務
に
用
い
る
所
」
が
例
外
措
置
に
加
わ
り
、
更
に
そ
の
三
年
後
に
は
、

と
い
う
規
定
と
な
っ
坤
。

「嗣

「
一
面
申
詳
具
題
、

一
面
動
用
し
、

一
面
(
戸
)
部
に
報
ぜ
よ
」

こ
う
し
て
正
額
銭
糧

の
動
用
も
、
戸
部
の
指
示
を
ま
た
.
す
し
て
、
替
撫
の
権
限
で
、
賀
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。



貫
録
の
康
照
四
四
年
五
月
甲
戊
の
篠
に
は
、
江
蘇
省
へ
十
五
高
雨
の
協
鮪
を
命
ぜ
ら
れ
た
直
隷
巡
撫
が
、
解
る
べ
き
銭
糧
が
な
い
と
の
理
由

で
、
他
省
へ
改
援
す
る
こ
と
を
奏
請
し
た
、
と
の
記
事
が
み
え
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
頻
繁
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
外
省
は
制

度
の
不
備
を
利
用
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
接
解
を
菟
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
薙
正
四
年
の
上
識
の
な
か
に
、

藩
庫
の
銭
糧
、
虚
牧
・
担
報
・
掩
飾
・
調
縫
の
弊
、

と
あ
り
、
ま
た
八
年
に
も
、

従
前
、
戸
部
の
春
秋
二
接
、
歳
底
大
援
の
時
、
各
省
は
と
も
に
、
講
究
し
て
京
帥
を
援
解
す
る
を
兎
か
れ
ん
と
翼
う
こ
と
あ
り
。
も
っ
て

③
 

一
に
し
て
足
ら
ざ
る
を
致
す
。

従
前
、
直
省
の
ま
さ
に
起
運
を
行
な
う
べ
き
の
銭
糧
、

部
に
解
る
を
も
っ
て
難
し
と
な
し
、
擁
解
の
時
に
至
る
毎

そ

の

な

か

わ

い

る

に
、
百
計
替
求
し
、
備
公
、
協
鮪
の
名
に
借
り
て
、
本
省
に
存
留
し
、
戸
曹
の
堂
(
官
〉

・
司
〈
官
)
も
ま
た
就
中
に
利
を
漁
り
、
情
に
御

該
省
の
撫
・
藩
は
、

い
て
雑
項

・
税
課
を
壷
く
(
布
政
)
司
庫
に
留
め
し
め
、
た
と
え
正
項
な
る
も
、
部
に
解
る
は
ま
た
謬
謬
た
る
に
属
し
、
も
っ
て
外
省
の

グ

ル

に

な

っ

て

み

な

ら

っ

て

あ

撫

・
藩
は
、
庫
に
存
す
る
の
名
色
に
籍
り
て
、
通
同
し
て
那
用
す
。
州
鯨
も
数
尤
し
て
ま
た
肯
え
て
随
徴
随
解
(
徴
牧
し
て
す
ぐ
に
起
運
す

⑧
 

る
)
せ
ず
。
官
侵
し
吏
蝕
み
て
、
臨
空
紫
紫
た
り

0

・:
:
:
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と
の
上
識
を
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

布
政
司
庫
に
銭
糧
を
と
ど
め
お
く
こ
と
が
、
臨
空
費
生
を
惹
起
す
る
、
と
の
指
摘
が
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
制
度
の
も
と
で
は
、

臨
空
を
生
じ
易
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
臨
空
が
巧
み
に
隠
蔽
さ
れ
、
戸
部
は
賞
情
を
知
る
の
が
容
易
で
な
い
、
と
い
う
問
題
も

生
じ
て
い
た
。
奏
鋪
制
度
は
、
本
来
、
郷
用
、
侵
欺
な
ど
の
不
正
を
防
止
し
、
戸
部
の
監
督
権
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
路

空
の
瑳
見
と
い
う
こ
と
で
は
、
無
力
に
近
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
諸
庫
の
盤
査
(
禽
計
監
査
)
制
度
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め

②
 

で
あ
る
。
康
照
二
八
年
よ
り
、
奏
錯
時
に
巡
撫
が
布
政
司
庫
の
銭
糧
を
盤
査
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
南
者
が
「
逼
同
作
弊
」
し
て
い
る

③
 

の
で
あ
れ
ば
、
全
く
無
力
で
あ
り
、
ま
俳
現
貰
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

康
照
二
三
年
、
監
察
御
史
李
錦
の
上
奏
に
、
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あ

と
も
に
藩
司
の
掌
握
に
あ
り
。
た
と
え
腐
空
あ
る
も
、
な
お
後
を
指
し
前
に
抵
つ
ベ
し
。

と
あ
る
が
、

榔
移
、
侵
歎
な
ど
で
防
空
が
生
じ
て
レ
て
も
、
後
で
入
庫
し
た
銀
雨
で
も
っ
て
書
類
の
上
だ
け
穴
を
う
め
、
そ
の
場
し
の
ぎ
を
し

各
省
の
あ
ら
ゆ
る
銭
糧
は
、

て
戸
部
の
眼
を
欺
く
こ
と
は
、

督
撫
と
意
を
通
じ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
何
の
造
作
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

調
の
軍
務
や
、

郎
空
の
原
因
、
そ
の
形
態
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
康
照
末
の
腐
空
問
題
の
背
景
と
し
て
、
新

よ
く
言
わ
れ
る
康
照
帝
の
「
寛
大
の
政
」
に
よ
る
吏
治
の
混
胤
と
と
も
に
、
上
越
の
動
支
規
定
の
緩
和
や
、
合
同
計
制
度
上
の
問

題
を
、
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
、

と
だ
け
指
摘
し
て
お
こ
う
。

康
照
時
代
後
牢
か
ら
、
有
数
な
針
策
の
た
て
ら
れ
な
い
ま
ま
、
勝
空
は
紫
積
し、

そ
の
末
期
に
は
州
豚
庫
、
道
庫
、
司
庫
、
そ
し
て
戸
部
銀

庫
に
至
る
ま
で
、

こ
の
問
題
を
か
か
え
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
庫
照
末
の
最
大
の
政
治
問
題
は
銭
糧
臨
空
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
は
卸
位
後
よ
う
や
く
十
日
あ
ま
り
の
新
帝
、
漉
正
帝
に
、
恰
親
王
允
鮮
を
総
理
戸
部
三
庫
事
務
に
任
じ
、

つ
づ
い
て
恰
親
王
、
隆
利
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を
立
て
、
郎
中
以
下
の
官
員
を
置
く
こ
と
を
請
い
、

四
人
に
合
同
緋
理
さ
せ
る
、
と
い
う
行
動
を
と
ら
せ
た
。
恰
親
王
ら
は
、
別
に
街
門

こ
の
街
門
は
薙
正
帝
に
よ
っ
て
曾
考
府
と
命
名
さ
れ
る
。
財
政
消
理
に
閲
し
て
、
非
常
事

多、

白
出
、
朱
献
に
命
じ
て
、
す
べ
て
の
銭
糧
奏
鋪
を、

態
宣
言
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

兄
擁
正
帝
の
切
り
札
と
し
て
登
場
し
た
恰
親
王
が
戸
部
の
総
理
と
な
っ
た
と
き
、

賦
は
歳
入
す
で
に
多
く
、
経
費
浩
豚
た
り
。
簿
籍
ま
す
ま
す
冗
に
し
て
、
輩
弊
叢
集
し
、
:
:
:
・
:
案
肢
は
翠
滞
紫
積
す
」
と
い
う
欣
況
で
あ
っ

@
 

た
、
と
張
廷
玉
は
し
る
す
。

「
こ
の
時
、
園
家
は
休
養
蕃
息
し
、
民
物
康
阜
た
り
。
成

戸
部
が
国
家
財
政
の
統
轄
と
い
う
機
能
を
は
た
す
た
め
に
は
、

項
・
数
目
」
を
的
確
に
掌
握
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
依
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
。

そ
の
な
か
で
彼
は
、

各
省
の

「
買
在
存
庫
の
款

各
省
に
射
し
て
綴
舶
を
行
な
う
そ
の
時
馳
で

の
、
各
庫
の
現
存
銀
放
を
知
る
た
め
に
、
春
秋
季
報
般
の
制
度
が
、
彼
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
時
、
中
園
の
財
政
制
度
の
歴
史
は
、
小
さ
か
ら

ぬ
一
歩
を
、
前
へ
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

戸
部
が
、



酌
援
候
例
と
そ
の
瞳
制

王
の
原
議
を
、

春
秋
季
報
般
の
制
度
の
概
要
は
、
彰
雨
新
氏
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
説
明
し
た
。
こ
こ
に
は
、
薙
正
二
年
一
一
月
二
六
日
の
恰
親

@
 

『
戸
部
奏
洛
』
に
よ
っ
て
、
原
文
の
ま
ま
引
用
し
て
お
こ
う
。

自
薙
正
三
年
震
始
、
令
直
省
毎
春
秋
二
季
、
造
具
現
年
徴
牧
何
項
若
干
・
動
用
何
項
若
干
・
現
存
何
項
若
干
清
加
迭
部
。
臣
部
子
二
季
酌

撞
・
年
移
大
援
時
、
勝
其
確
存
款
項
数
目
、
酌
接
各
省
兵
制
・
騨
姑
・
官
役
俸
工
及
充
協
働
外
、
除
悉
令
解
充
京
制
。
:
:
・
:
:
春
季
雁
迭

清
肪
、
務
子
二
月
二
十
以
前
到
部
、
秩
季
膳
迭
清
加
、
務
子
八
月
二
十
以
前
到
部
。
如
違
限
不
到
、
臣
部
副
行
題
参
、
交
部
議
慮
。

こ
の
「
清
般
」
が
季
報
邸
別
で
あ
る
。
後
に
は
も
っ
ぱ
ら
「
接
加
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
本
稿
で
も
援
燭
と
言
う
こ
と
と
す
る
。

恰
親
王
は
、
こ
の
接
加
を
造
迭
さ
せ
る
こ
と
の
利
黙
を
、
左
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

か
く
の
如
く
す
れ
ば
、
則
ち
臣
が
部
の
援
す
る
所
は
、

み
な
寒
徴
し
て
庫
に
在
る
の
数
に
し
て
、

直
省
は
、

「
敷
ら
ず
」
、

銭
糧
は
お
の
お
の
疑

「
未
徴
」

を
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も
っ
て
籍
口
す
る
を
得
ず
。

〔
款
〕
項
に
野
し
、
混
清
を
致
さ
ず
。
園
格
・
兵
鮪
に
お
い
て
均
し
く
禅
盆
あ
る
に
似
た
り
。

既
に
文
書
駁
詰
の
往
還
を
省
く
べ
く
、

ま
た
改
援
・
那
移
の
紛
擾
を
除
く
べ
し
。

薙
正
帝
は
、
こ
の
提
案
に
針
し
、
即
日
に
「
狼
〔
復
〕
好
、
着
照
行
」
と
の
殊
批
を
奥
え
、
戸
部
は
原
奏
を
抄
録
し
て
各
省
に
洛
行
し
、
新
定

の
酌
援
候
例
の
賀
行
を
指
示
し
た
。
こ
の
酌
援
候
例
の
な
か
で
は
、
従
来
よ
り
の
佑
鮪
品
川

(
U預
佑
冊
)
に
つ
い
て
、
何
も
言
わ
れ
て
い
な
い

が
、
春
秋
媛
加
で
報
告
さ
れ
た
確
存
銀
数
の
う
ち
か
ら
酌
接
さ
れ
る
「
兵
制
・
騨
砧
:
・
:
:
:
L

の
数
量
は
、
前
年
九
/
に
届
い
た
佑
制
加
に
も
と

づ
い
て
、
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
乾
隆
の
『
舎
典
則
例
』
、
『
戸
部
則
例
』
春
秋
接
加
の
規
定
と
佑
嗣
加
の
規
定
を
、

以
後
の
諸
書
は
、

必
ず
一
組
の
も
の
と
し
て
記
載
し
て
い
る
。

333 

こ
の
酌
擦
係
例
で
は
、
牧
支
に
徐
裕
の
あ
る
省
で
は
、
本
省
に
酌
留
し
て
留
支
に
充
て
る
も
の
、
協
鮪
に
充
嘗
す
る
も
の
、
及
び
「
別
に
需

@
 

め
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
援
用
を
請
う
」
た
も
の
を
除
き
、
絵
剰
銀
雨
は
、
悉
く
戸
部
へ
解
ら
せ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
確
か
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に
路
空
を
掩
飾
す
る
こ
と
も
、

ま
た
督
撫
、
布
政
使
が
、
榔
用
な
ど
戸
部
の
指
示
に
遵
わ
ず
、
便
宜
に
事
を
行
な
う
こ
と
も
、
困
難
に
な
る
わ

し
か
し
一
方
で
は
、
地
方
に
い
く
ば
く
か
の
財
政
的
徐
裕
を
も
た
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
非
常
時
に
、
時
宜
に
か
な
っ
た
措
置
を

⑬
 

と
る
こ
と
も
で
き
に
く
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
難
正
五
年
正
月
一
一
一
日
、
戸
部
は
封
貯
の
制
の
創
設
を
奏
請
し
た
。
こ
れ
も
た
だ
ち
に
裁
可
さ

春
援
の
京
鮪
の
な
か
か
ら
一
部
を
封
貯
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

け
で
あ
る
。

酌

れ
、
各
省
の
「
地
方
の
遠
近
大
小

・
銭
糧
存
剰
の
多
寡
を
酌
量
し
て
」
、

援
制
度
の
整
備
は
、
こ
う
し
て
封
貯
制
の
制
定
を
も
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。

佑
制
加、

援
加
は
、

清
飾

(
リ
青
冊
)
と
し
て
外
省
か
ら
直
接
戸
部
へ
洛
逸
さ
れ
た
。

さ
れ
て
い
た
た
め
、
今
日
で
も
そ
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
封
し
、
清
mm
は
戸
部
に
保
管
さ
れ
、
幾
度
か
の
火
災
、
戦
災
に
倒
ぃ
、

ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

『曾
典
則
例
』
に
よ
る
と
、
「
春
秋
接
加
」
は
三
種

「多
援
佑
鮪
般
」
が
四
種
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ヘ
督

・
撫

・
提
・
鎮
・
標
・
協
官
弁
兵
馬
鹿
支
俸
飼
般

へ
奉
文
酌
留
封
貯
備
用
船

一

一

一
各
項
質
在
貯
庫
銀
加

春
秋
接
加

一
徴
牧
各
項
奮
管
・
新
牧
・
開
除

・
貫
存

四

柱

加

多

援

佑
前
珊

(

一

一

額
徴
地
丁
民
賦
加

「
分
断
雁
留
・
昨
応
援
細
蚊
加

一戸
額
徴
雑
税
珊

名
稿
か
ら
そ
の
内
容
は
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
鐙
裁
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
右
に
の
ベ
た
理
由
か
ら
不
明
で
あ
る
。

黄
加
が
御
覧
に
付
さ
れ
た
の
ち

内
閣
大
庫
に
保
存
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以
上
が
薙
正
時
代
に
整
備
さ
れ
た
酌
媛
制
度
の
概
要
で
あ
る
。
次
に
は
そ
の
運
用
の
朕
況
や
、
そ
の
数
用
な
ど
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
さ
き

に
述
べ
た
如
く
、
こ
の
制
度
は
戸
部
に
よ
る
園
家
正
額
銭
糧
の
管
理
を
強
化
し
、
地
方
の
出
入
を
制
し
て
、
京
倒
、
協
鮪
が
戸
部
の
指
示
ど
お

り
に
行
な
わ
れ
る
た
め
の
篠
件
を
つ
く
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
地
方
か
ら
す
れ
ば
、
貫
質
的
な
便
宜
行
事
の
擢
の
縮
少
を
ま
ね
く
も
の

@
 

で
あ
っ
た
。
施
行
嘗
初
よ
り
、
首
然
抵
抗
は
あ
っ
た
。
薙
正
四
年
の
上
誌
に
は
、

恰
親
王
、
戸
部
を
総
理
し
て
よ
り
以
来
、
凡
事
公
を
乗
り
正
を
持
す
。

援
制
の

一
項
に
お
い
て
も
、
み
な
地
方
の
遠
近
を
掛
酌
し
、
銭
糧

あ
ら
か
じ
め

み
な
買
に
操
り
て
、
預
先
に
奏
(
閲
〉
し
、
除
が
定
奪
し
て
後
、
方
め
て
分
接
を
行
な
う
。
四
年
以
来
、
偲
借
す
る

の
多
寡
を
詳
核
し
、



(
戸
部
の
〉
吏
役
に
私
喝
し
、

貫
存
敷
目
を
も
っ
て
壷
く
は
開
報
せ
ざ
る
あ
る
を

聞
く
。
け
だ
し
各
省
督
撫
は
、
身
は
遠
方
に
慮
り
、
戸
部
の
援
鮪
は
悉
く
至
公
よ
り
出
づ
る
を
深
く
悉
る
能
わ
ず
し
て
、
す
な
わ
ち
吏
膏

暗
か
に
賄
賂

な
き
は
、
各
省
も
ま
た
ま
さ
に
暁
然
と
し
て
明
白
な
る
べ
し
。
し
か
る
に
な
お
愚
昧
の
人
、

を
行
な
い
て
、
も
っ
て
援
(
解
)
を
兎
か
れ
ん
と
翼
い
、
そ
の
巧
に
遷
避
す
る
者
は
、

の
愚
弄
す
る
所
と
な
る
の
み
。

と
そ
の
状
況
を
俸
え
て
い
る
。
ま
た
賄
賂
も
通
じ
ず
、
捜
解
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
で
も
、
起
解
す
る
際
に
銀
南
の
め
か
た
を
軽
く
し
た

り
、
解
迭
に
あ
た
る
官
員
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
一
部
を
取
り
込
ん
だ
り
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
薬
正
帝
は
巌
し
く
そ
の
手
管
を
あ
ば
い
て

@
 

い
る
。
外
省
の
官
員
ら
が
、
か
く
も
さ
か
ん
な
抵
抗
手
段
を
く
り
出
す
の
は
、
そ
れ
だ
け
酌
援
制
度
が
巌
格
に
寅
施
さ
れ
、
京
帥
へ
の
吸
い
上

げ
が
き
っ
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

ま
た
外
省
の
榔
用
、
蕗
空
を
抑
制
す
る
と
い
う
所
期
の
数
果
も
、
着
寅
に
あ
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
安
徽
布
政
使
石
麟
は
、
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藩
庫
の
銭
糧
の
ご
と
き
は
、
従
前
多
く
麟
空

・
侵
那
の
弊
あ
り
。
我
が
皇
上
の
御
極
以
来
、
特
に
春
秋
京
擾
を
造
報
す
る
の
法
を
設
け
、

‘川1
〆

Pω
モ

季
を
按
じ
て
擁
解
せ
し
め
、
藩
庫
の
路
空
は
掩
飾
す
べ
く
も
な
し
。

と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
河
南
巡
撫
回
文
鏡
も
、

各
省
の
銭
糧
、
毎
歳
の
正
供
の
入
る
所
の
ご
と
き
は
、
俸
食

・
兵
制
・
工
役
・
動
用
の
外
は
、
春
秋
二
援
に
て
悉
く
部
に
解
ら
し
む
。

は
も
っ
て
府
庫
〈
リ
戸
部
銀
庫
)
を
し
て
豊
盈
た
ら
し
め
、
度
支
を
し
て
優
裕
た
ら
し
む
。

一
は
も
っ
て
外
官
の
侵
蝕
を
社
ぎ
、

@
 

易
か
ら
し
む
。
政
、
誠
に
善
き
な
り
。

稽
査
に

と
、
些
か
の
追
従
の
鮮
は
あ
ろ
う
が
、
高
い
評
債
を
あ
た
え
て
い
る
。
寅
施
し
て
数
年
後
に
は
、
務
正
帝
を
も
満
足
さ
せ
る
ほ
ど
の
数
果
が
あ

@
 

八
年
九
月
の
上
識
で
は
、

ら
わ
れ
た
よ
う
で
、

335 

こ
れ
よ
り
各
省
は
、
敢
え
て
虚
牧
虚
報
の
弊
を
な
さ
ず
、
地
方
の
大
吏
も
、
ま
た
み
な
恰
賢
親
王
の
乗
公
持
正
の
心
は
、
も
っ
て
幸
兎
を

皆
求
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
こ
こ
を
も
っ
て
、
勝
依
よ
う
や
く
清
く
、
得
議
充
裕
た
り
。
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と
述
べ
て
い
る
。

酌
擁
係
例
を
適
用
さ
れ
、
春
秋
擁
加
の
造
迭
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
布
政
司
の
銭
糧
に
限
ら
な
い
。
盟
課
、
関
税
な
ど
も
、
そ
の
省
の

地
丁
牧
入
が
支
出
に
足
ら
な
い
場
合
に
は
、

や
は
り
戸
部
の
指
示
で
布
政
司
庫
に
迭
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
協
制
と
し
て
他
省
へ
起
解
さ@

 

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
手
緩
き
を
す
る
必
要
上
、
や
は
り
春
秋
二
季
に
は
現
存
銀
数
を
戸
部
へ
報
告
し
、
部
援
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

薙
正
二
年
に
奏
准
さ
れ
た
春
秋
援
加
制
と
、

そ
れ
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
、
佑
制
加
制
を
骨
子
と
す
る
酌
援
制
度
は
、
以
後
大
き
な
襲

更
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
道
光
七
年
、
蘇
州
布
政
司
の
脅
吏
を
長
年
勤
め
た
、
華
琳
な
る
人
物
の
述
録
し
た

『
蘇
藩
政
要
』

(
布
政
司
混
同
吏
の
た
め
の
宵
務
指
南
書
で
あ
る
)

F

」
キ
企
匹
、

bv
t
 

「三
接
佑
嗣
加
、
係
春

・
秋

・
歳
三
擁
季
加
也
、

j
i
-
-
-」
と
あ
っ
て
、

春
秋
接
加
と
同
じ
性
質
の
「
歳
援
佑
鮪
mm」

(
春
秋
媛
冊
も
、
こ
こ
で
は
春
鐙
佑
飼
冊
、
秋
援
佑
銅
冊
と
呼
ば
れ
て
い
る
)
が
、
預
佑
加
と
は
別
に
作
ら

@
 

れ
、
十
月
内
に
戸
部
へ
迭
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
命
回
典
や
則
例
の
規
定
と
や
や
異
な
る
が
、
全
瞳
と
し
て
の
機
能
は
同
じ
で
あ
る
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
道
光
時
代
に
至
っ
て
も
、
横
班
、
佑
鮪
般
の
造
迭
は
遵
守
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

通
常
、
京
銅
、
協
嗣
の
援
解
を
指
令
さ
れ
る
の
は
、
毎
年
相
嘗
の
黒
字
を
出
し
て
い
る
省
に
限
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
省
で
も
、
臨
時
に
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緩
解
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
幅
建
で
は
、
布
政
司
へ
起
運
さ
れ
る
地
丁
が
一

O
四
寓
商
品
除
、

そ
れ
に
射
し
支
出
は
一
四
四
寓
雨
除
り

不
足
分
は
歴
年
「
部
を
奉
じ
て
、
盟
課
・
閥
税
お
よ
び
各
案
の
存
庫
留
備
銀
雨
を
動
捜
し
て
」
補
っ
て
お
り
、
む
ろ
ん
、
京
曲
、
協

的
を
解
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
閏
月
の
あ
る
年
を
除
き
、
毎
年
四
、
五
寓
雨
と
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
絵
剰
が
あ
っ
た
。
酌
被
保

例
施
行
後
数
年
の
あ
い
だ
は
、
こ
れ
も
巌
し
く
京
帥
に
と
り
た
て
ら
れ
て
い
た
が
、
薙
正

一
一
年
よ
り
起
解
を
停
止
し
、
本
省
に
留
め
て
経
費

で
あ
り
、

に
充
て
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
積
り
積
っ
て
二
八

O
蔦
南
に
も
な
り
、

「
乾
隆
一
一
一
一
一
年
の
春
擁
案
内
に
、
部
を
奉
じ
銀
一
百
首
阿
南
を

と
記
録
さ
れ
て
い
初
。

春
秋
媛
般
に
よ
っ
て
各
省
の
貫
在
存

撮
解
し、

績
い
て
ま
た
部
を
奉
じ
、
江
蘇
省
協
帥
銀
二
百
寓
爾
を
接
解
し
た
」
、

庫
銀
数
を
掌
握
し
て
い
る
戸
部
は
、
こ
の
よ
う
に
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
随
時
に
そ
れ
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
各
省
の
正
額
銭
糧
は
、

何
慮
に
牧
貯
さ
れ
る
を
問
わ
ず
、
国
庫
金
と
し
て
、
戸
部
の
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。



さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
酌
援
制
度
の
機
能
を
通
じ
て
、
清
代
園
家
財
政
に
お
け
る
、
中
央
と
地
方
の
聞
の
財
政
権
の
あ
り
方
を
考
え

て
み
よ
う
。

多
佑
、
戸
部
に
よ
る
援
鮪
、
春
秋
譲
、
奏
錨
な
ど
が
貫
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
省
の
正
額
銭
糧
の
牧
支
は
、
す
べ
て
中
央

戸
部
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
地
方
の
官
街
は
、
い
わ
ば
そ
の
代
理
と
し
て
牧
支
を
管
領
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
正
額
銭
糧
の
範
圏
の

う
ち
に
は
、
地
方
の
財
政
権
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
、
地
方
財
政
の
成
立
す
る
品
跡
地
は
、
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
あ
る
。
地
方
の
財
務
街
門

や
、
一
般
の
行
政
街
門
に
附
属
す
る
諸
庫
は
、
お
び
た
だ
し
く
分
岐
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
の
正
額
銭
糧
の
牧
支
は
、
戸
部
か
ら
す
れ
ば
、

戸
部
銀
庫
の
牧
支
を
操
作
す
る
の
と
同
様
に
、
中
央
戸
部
に
よ
っ
て
遠
隔
操
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
酌
擁
制
度
の
整
備
は
、
戸
部
銀
康
と

地
方
諸
庫
と
を
、
動
態
的
に
結
び
つ
け
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
な
、
ひ
と
つ
の
園
庫
と
し
た
と
言
え
よ
う
。
顧
家
相
の
『
漸
江
通
志
産
金
門
葉
』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
(
各
中
頁
八
|
九
)
。

泰
西
は
、
園
家
税
と
地
方
税
と
を
分
け
て
二
と
な
す
が
、
中
園
で
は
従
来
匡
別
が
な
く
、
定
名
も
立
て
ら
れ
な
か

っ
た
。
民
聞
の
職
め
る

所
は
、
繊
悉
も
必
ず
戸
部
に
報
じ
、
春
秋
擁
加
に
お
い
て
、
某
項
は
某
款
を
動
支
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
戸
部
が
預
め
定
め
、
布
政
司

は
奉
行
す
る
の
み
で
、
敢
え
て
撞
専
し
な
い
。

← 145ー

一
方
、
こ
う
し
た
正
額
銭
糧
の
、

理
念
型
と
す
れ
ば
極
度
に
集
権
的
な
財
政
の
盟
系
の
周
固
に
は
、
そ
れ
に
附
着
す
る
か
た
ち
で
、
質
質
的

な
地
方
財
政
と
も
言
う
べ
き
鐙
系
が
存
在
す
る
。

人
民
の
負
措
か
ら
し
て
も
、

ま
た
そ
れ
を
介
し
て
果
た
さ
れ
る
政
治
機
能
の
貼
か
ら
し
て

も
、
そ
れ
は
、
園
家
の
正
額
鐘
糧
H
園
家
財
政
と
匹
敵
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
ま
わ
る
規
模
と
重
要
性
を
有
し
て
い
た
、

し
れ
な
い
。

と
言
え
る
か
も

こ
の
「
地
方
財
政
」
の
鐙
系
は
、
正
額
銭
糧
の
そ
れ
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、

さ
ら
に
幾
分
の
陵
味
さ
を
の
こ
し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
領
域

に
わ
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
官
の
役
得
、
吏
の
手
数
料
、
ま
た
税
糧
徴
牧
に
附
障
し
て
官
、
幕
友
、
脊
吏
の
分
肥
に
供
さ
れ
る
私

徴
、
加
汲
な
ど
、
個
人
に
信
附
着
す
る
「
私
」
の
領
域
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
堤
解
さ
れ
た
耗
羨
、
開
公
さ
れ
た
阻
規
、
ま
た
公
事
の
た
め
上

級
官
鹿
の
認
可
を
受
け
て
徴
牧
さ
れ
る
摘
款
な
ど
、
「
公
」
の
領
域
で
あ
る
。
前
者
が
、
「
私
L

と
し
て
、
あ
る
許
容
範
圏
内
で
は
、
他
か
ら
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の
干
渉
を
受
け
な
い
の
に
針
し
、
後
者
に
は
報
錨
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
な
ど
、
特
に
薙
正
期
以
後
、

@
 

勢
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
に
射
す
る
規
制
が
強
め
ら
れ
る
趨

「
私
」
の
領
域
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
公
項
、
公
費
銀
な
ど
「
公
」
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
も
、
園
家
財
政
と
封

置
さ
れ
る
よ
う
な
、

そ
れ
自
慢
明
確
に
制
度
化
さ
れ
、
財
政
制
度
の
な
か
に
、
正
首
に
く
み
込
ま
れ
た
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

正
額
銭
糧
の
置
き
場
所
で
あ
る
諸
康
に
、
廟
を
借
り
る
よ
う
な
か
た
ち
で
存
貯
さ
れ

公
項
な
ど
が
、
濁
立
し
た
置
き
場
所
を
あ
た
え
ら
れ
ず
、

て
い
た
こ
と
に

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

「
公
」
の
中
間
的
な
性
格
は
最
後
ま
で
梯
拭
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
園
家
財
政
は
、

そ
の
固
い
殻
の
表
面
に
、
ど
こ
か
ぶ
よ
ぶ
よ
と
し
て
殴
味
な
と
こ
ろ
の
あ
る
、

し
か
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
「
私
」

「
公
」
の
財
政
を
附
着
さ
せ

て
い
る
。
清
朝
園
家
の
財
政
令
』全
健
と
し
て
な
が
め
れ
ば
、
こ
う
い
う
ス
ケ
ッ
チ
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

酌
援
制
度
の
崩
壊

乾
隆
時
代
に
は
、
臨
時
の
戦
費
支
出
は
別
と
し
て
、
経
常
経
費
の
増
額
が
な
さ
れ
、
既
に
こ
れ
を
憂
え
る
論
者
も
あ
っ
持
。
そ
の
一
方
で
は

牧
入
の
増
加
も
み
ら
れ
、
財
政
は
安
定
し
て
い
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
嘉
慶
以
降
に
な
る
と
、
今
度
は
正
額
銭
糧
の
牧
入
減
少
が
、
様
々

の
分
野
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
ま
ず
は
地
丁
の
未
準
が
徐
々
に
培
え
、
更
に
嘉
慶
、
道
光
の
交
あ
た
り
か
ら
、
各
地
で
盟
政
が
崩
壊
し
は
じ
め

る
。
ま
た
、
闘
税
牧
入
も
、
乾
隆
三

一
年
の
五
四

O
品
開
高
南
か
ら
、
嘉
慶
一

七
年
に
は
四
六

O
除
寓
雨
、
ア
ヘ
ン
戦
争
直
前
に
は
、
や
は
り
四

@
 

七
O
l四
八

O
高
雨
前
後
と
、
六

O
J八
O
寓
雨
は
減
少
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
枚
入
減
少
の
背
後
に
、
ど
の
よ
う
な
原
因
が
は
た
ら
い
て
い
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た
の
か
、
こ
の
聞
い
に
答
え
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

た
だ
牧
入
減
少
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
、
指

摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

牧
入
滅
が
牧
支
卒
衡
悪
化
の
原
因
と
な
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
に
も
う

一
つ
の
原
因
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
道
光
時
代
に
な

る
と
、
こ
れ
に
針
し
て
警
鐘
が
な
ら
さ
れ
は
じ
め
た
。

@
 

道
光
三
年
、
戸
部
は
近
三
年
来
の
牧
支
の
比
較
を
上
呈
し
た
。
こ
の
結
果
と
し
て
渡
せ
ら
れ
た
上
誌
で
は
、
牧
支
の
悪
化
は
、

「
買
に
、
定



ま
さ
に
支
す
べ
き
の
款
は
、
勢
と
し
て
減
ら
す
こ
と
能
わ
ず
、
そ
の
定
額
な
き
込
の
も
、
ま
た
意
に
任
せ
て
加
増
す
る
に
よ
る
」
、

つ
ま
り
定
例
外
の
支
出
墳
に
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た

「
か
く
の
ご
と
く
紛
紛
と
(
臨
時
支
出
を
)
陳
請
す
れ
ば
、
賂
衆
要
需
に
遇
有
す
る
も
、
必

ず
饗
擁
す
る
に
よ
し
な
き
を
致
さ
ん
」
と
し
て
、
各
省
督
撫
に
、
任
意
に
銭
糧
を
動
支
、
塾
賠
し
た
り
、
定
例
に
違
反
し
て
、
格
外
に
支
出
を

「
紛
紛
」

額
あ
り
て
、

請
う
こ
と
を
得
ざ
れ
、

と
戒
め
て
い
る
。

「
任
意
に
加
増
す
」

と
言
っ
て
も
、

外
省
が
勝
手
に
支
出
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

と
題

請
、
あ
る
い
は
答
請
を
行
な
っ
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
例
外
の
支
出
増
が
、
憂
慮
す
べ
き
程
度
に
い
た
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
事
態
が
、
す
ぐ
に
戸
部
に
よ
る
正
額
銭
糧
支
配
を
崩
壊
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
道
光
十
二
年
の
戸
部
の
上
対
に

よ
れ
ば
、
道
光
十
年
以
来
、
各
省
の
軍
需
、
賑
叫
、
河
工
な
ど
の
支
出
に
よ
っ
て
、
二
千
儀
寓
南
の
赤
字
が
で
た
が
、

支
紬
な
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
戸
部
の
酌
援
制
度
は
、
ま
だ
う
ま
く
機
能
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

道
光
十
五
年
月
の
上
翻
に
よ
る
と
、
事
態
は
や
や
悪
化
し
つ
つ
あ

っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

「
現
在
、
酌
接
は
な
お

近
年
以
来
、
各
省
の
地
丁
・
税
課
の
積
欠
、
頻
り
に
初
り
、
毎
歳
の
額
徴
に
お
い
て
、
巴
に
年
ご
と
に
年
の
款
を
清
す
る
能
わ
ず
。
た

し
ば
し
ば
と
〈
そ
〈

該
部
の
節
次
に
巌
催
す
る
を
経
る
も
、
伯
り
て
ま
た
日
久
し
く

と
え
徴
存
し
て
(
戸
〉
部
に
報
ず
る
の
項
も
、

ま
た
障
時
に
解
援
せ
ず
。
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宕
延
す
。

こ
こ
で
は
、
季
援
般
の
な
か
で
徴
牧
ず
み
と
報
告
し
て
も
、
戸
部
の
指
示
に
遣
わ
ず
、

る
。
未
徴
牧
の
項
を
、
い
つ
わ
っ
て
徴
牧
ず
み
と
報
告
し
た
の
か
、
榔
移
、
動
支
に
よ
っ
て
、

が
、
戸
部
の
酌
援
に
躍
じ
な
い
省
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
戸
部
の
財
政
支
配
の
低
下
を
物
語
る
。

庫
、
道
庫
に
牧
存
す
る
、
「
徐
存
の
入
擾
銀
三
百
九
十
五
高
五
千
絵
雨
」

が、

銀
雨
を
起
解
し
な
い
こ
と
が
、

臨
空
が
生
じ
た
の
か
、

槍
玉
に
あ
、
か
っ
て
い

い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う

同
じ
上
誌
の
な
か
で
、

戸
部
の
催
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

各
省
の
司

季
援
新
内
に
造
入
さ
れ
な

ぃ
、
と
い
う
事
責
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
央
が
「
巌
参
議
慮
」
を
手
段
と
し
て
、
こ
う
し
た
違
法
措
置
に
劉
虚
し
て
も
、
な
お
阻
止
で
き
な
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い
の
は
、
相
封
的
な
吏
治
の
額
壌
が
準
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
季
援
加
に
不
法
に
造
入
さ
れ
な
い
銀
南
の
数
回
を
、
戸

部
が
掌
握
し
て
い
る
(
恐
ら
く
は
奏
鈴
冊
と
季
報
冊
を
、
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〉
、
こ
と
か
ら
し
て
も
、

正
額
銭
糧
に
た
い
す
る

戸
部
の
支
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配
は
、
些
か
蝕
ま
れ
た
と
は
言
え
、
な
お
も
失
な
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
、

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

酌
援
制
度
に
も
と
づ
く
、
財
政
統
轄
の
あ
り
方
が
、
根
本
的
に
援
化
す
る
の
は
、
威
盟
期
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

太

卒
天
園
の

一
撃
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

『湘
箪
志
』

の
著
者
、
王
悶
運
は
、

@
 

そ
の
閉
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

洪
冠
の
興
る
や
、
始
め
は
部
よ
り
倒
を
諮
り
、
軍
に
擁
す
る
も
の
、
六
百
品
開
高
。
そ
の
後
、
困
喝
し
て
、
則
ち
空
文
を
も

っ
て
指
援
す
。

こ
れ
を
久
し
く
す
る
に
、
空
も
指
す
べ
く
な
し
。
諸
将
帥
も
、

ま
た
そ
の
無
盆
な
る
を
知
り
、
す
な
わ
ち
各
各
自
ら
計
を
な
す
。

軍
前
を
白
神
脅
す
る
こ
と
を
除
儀
な
く
さ
れ
た
、

述
べ
た
、

清
朝
園
家
財
政
の
根
底
が
掘
り
崩
さ
れ
た
こ
と
を
、
こ
れ
は
意
味
す
る。

戸
部
の
酌
援
制
度
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、

地
方
督
撫
ら
が

と
彼
は
主
張
し
て
い
る
。
品川
音
十
で

春
秋
般
に
よ
っ
て
京
削
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
毎
年
定
額
の
京
帥
上
供
を
、
各
省
に
わ
り
あ
て
る
、

機
涙
制
が
登
場
す
る

こ
と
と
な

っ
た
。
の
ち
、
軍
機
大
臣
突
環
ら
が
上
奏
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
威
豊
三
年
の

こ
と
で
あ
っ
時
。

威
豊
三
年
よ
り
、
各
省
の
春
秋
報
践
は
、
並
び
て
存
款
な
き
に
因
り
、

戸
部
は
始
め
て
、
改
め
て
年
を
按
じ
て
数
を
定
め
、
指
援
し
て
部
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に
解
ら
し
む
。

「存
款
な
し
」
と
あ
る
の
を
理
由
に
、
定
額
の
京
帥
起
解
を
要
求
す
る
、
と
は
ま
っ
た
く
の
非
合
理
で
あ
る
が
、

現
買
は
こ
の
非
合
理
の
方
へ
進
ん
だ
。
そ
の
年
の
一
一
月
、
戸
部
は
「
部
庫
の
歳
需
の
銀
雨
を
、
b
b
/

綴
案
内
に
鯖
し
て
掛
理
す
る
」
こ
と
を
奏

@
 

請
し、

次
の
よ
う
な
決
定
が
下
さ
れ
た
。

各
省
よ
り
の
春
秋
殿
畑
に
、

あ
ら
ゆ
る
該
部
の
歳
接
の
京
倒
は
、
著
准
し
て
本
年
よ
り
始
め
、
多
段
案
内
に
蹄
入
し
、
各
直
省
の
協
援
兵
制
と
一

律
に
酌
援
せ
し
む
。

形
式
の
う
え
だ
け
、
従
来
の
多
綴
H
歳
慢
の
手
績
き
を
経
て
、
「
酌
援
」
を
行
な
う
、
と
言
う
わ
け
で
あ
る
が
、

賞
情
は
酌
援
で
は
な
く
、
純

然
た
る
擬
涯
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
清
朝
滅
亡
に
至
る
ま
で
、
京
前
、
内
務
府
経
費
、
海
軍
費
、
賠
款
な
ど
、
す
べ
て
各
省
お
よ
び
海
閥
へ



の
機
、
援
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
。

太
卒
天
園
期
以
降
の
清
朝
財
政
、
特
に
「
督
撫
重
権
」
と
い
う
現
象
が
、
財
政
の
面
で
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
た
か
、

と
い
う
の
は
、
非
常

に
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
機
舎
に
論
じ
よ
う
。
た
だ
、

つ
い
に
恢
復
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
聞
い
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
私
の
考
え
を

一
日
一
崩
壊
し
た
酌
擢
制
度
が
、
同
治
後
宇
か
ら
日
清
戦
争
ま

で
の
、
相
射
的
に
安
定
し
て
い
た
時
期
に
も
、

の
べ
て
お
こ
う
。

非
常
に
車
純
化
し
て
言
う
と
、

そ
れ
は
牧
入
、
支
出
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

従
来
の
正
項
銭
糧
の
項
目
の
範
圏
外
に
出
る
も
の
の
比
重

が
、
爆
渡
的
に
膨
脹
し
た
か
ら
で
あ
る
。

は
、
正
額
銭
糧
、
す
な
わ
ち
園
家
財
政
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
方
で
措
置
さ
れ
た
「
公
」
と
「
私
」
の
領
域
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
園
家
財
政
の
破
綻
は
、
た
と
え
ば
「
公
」
の
領
域
中
の
麓
金
牧
入
な
ど
か
ら
も
、
京
前
そ
の
他
の
経
費
を
捻
出
す
る
こ
と
を
、
品
開
儀
な

前
章
の
末
尾
で
述
べ
た
園
式
に
あ
て
は
め
れ
ば
、

麓
金
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
新
た
な
牧
入
項
目

そ
れ
は
、

を
義
務
づ
け
ら
れ
た
鰹
費
U
園
家
銭
糧
と
劉
置
さ
れ
、
地
方
で
慮
理
さ
れ
る
経
費
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
費
は
、

は
っ
き
り
と
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
附
着
し
、
中
央
戸
部
か
ら
は
非
常
に
弱
い
支
配
し
か
受
け
な
い
、

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
に
「
外
鈎
」
経
費
と
い
う
こ
と
ば
が
新
た
に
登
場
す
る
。

と
い
う
性
格
を
饗
え
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く
さ
せ
た
。

し
か
し
、
膨
脹
し
た
「
公
」

「
私
」
の
領
域
は
、
更
に
重
要
性
を
増
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

や
は
り
従
来
の
と
お
り
、
園
家
財

政
の
外
側
に
、

「
内
錯
」
、

す
な
わ
ち
戸
部
へ
の
奏
錯

い
よ
い
よ
重
要
性
を

増
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
園
家
財
政
の
陸
系
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
も
、

ま
た
近
代
園
家
に
お
け
る
地
方
財
政
の
鐙
系
と
し
て
、
制

度
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
従
来
の
園
家
財
政
を
構
成
し
て
い
た
地
丁
、
盤
謀
、

常
閥
税
(
海
閥
牧
入
を
除
い
て
)
な
ど

は
減
少
し
、

ふ
く
ら
ん
だ
園
家
財
政
の
支
出
を
、

ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
中
央
戸
部
が
、
直
接
的
に
は
支
配
し
て
い
な
い
「
公
」

の
領
域
か
ら
、
そ
の
不
足
分
を
補
給
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
機
涯
と
い
う
方
法
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
庚
子
賠

款
以
後
、
種
々
の
擬
涯
は
激
増
し
て
、
「
公
」
「
私
」
の
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
地
方
と
の
聞
に
、
き
び
し
い
針
立
が
生
じ
、
つ
い
に
、

ま
た
必
然
的
に
到
来
し
た
。
行
き
つ
い
た
と
こ
ろ
が
、
本
稿
の
は
じ
め
の
引
文
中
に
み
ら
れ
た
、
あ
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中
央
と
地
方
と
の
分
裂
と
い
う
局
面
も
、
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の
姿
で
あ
っ
た
。

お

1 
イつ

り

薙
正
二
年
の
酌
陸
線
例
の
制
定
は
、
従
来
の
正
月
媛
帥
、
お
よ
び
京
嗣
協
嗣
の
起
解
制
度
の
う
え
に
、
季
報
燭

(H
綴
冊
)

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
諸
庫
に
お
け
る
正
額
銭
糧
の
出
入
の
動
態
を
、
戸
部
が
適
時
に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
ま
た
、

各
庫
の
寅
情

の
制
度
を
加
え

に
も
と
づ
い
て
京
納
協
嗣
を
指
援
し
て
、
全
園
的
な
園
家
財
政
の
調
節
を
、
有
放
に
行
な
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
こ
う
し
て
戸
部
銀
庫
と
地

方
諸
庫
と
は
、
前
者
を
結
合
の
核
と
し
て
、
有
機
的
に
聯
節
さ
れ

部
に
よ
る
支
出
項
目

・
数
量
の
指
擁
を、

「
布
政
司
は
奉
行
す
る
の
み
」 一

つ
の
園
庫
と
し
て
組
織
さ
れ
た
。
園
家
の
正
額
銭
糧
に
つ
い
て
は
、
戸

(本
稿
頁

一
四
五
参
照
〉

と
い
う
、

徹
底
し
た
集
権
的
支
配
が
質
現
し

た
わ
け
で
あ
る
。

太
卒
天
闘
を
契
機
と
し
て
、
従
来
の
わ
く
を
越
え
る
財
政
の
運
用
が
必
要
と
な
っ
た
時
、
園
家
財
政
に
お
け
る
ウ
ル
ト
ラ
集
権
支
配

l
l
こ
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の
外
側
に
は
、
「
公
」
「
私
」
の
財
政
の
領
域
が
殴
味
に
附
着
し
て
い
る
の
だ
が
l
l
l換
言
す
れ
ば
、
制
度
化
さ
れ
た
地
方
財
政
の
依
如
が
、
こ

れ
に
遁
躍
す
る
こ
と
を
却

っ
て
阻
げ
た
。
ま
ず
は
、
中
央
の
酌
擁
制
度
に
も
と
づ
く
財
政
支
配
が
崩
壊
し、

@
 

自
計
を
な
す
に
異
な
ら
ず
」
、
ま
た
経
費
の
配
分
を
め
ぐ
っ
て
、
中
央
と
地
方
が
、
相
い
争
い
相
い
欺
く
と
い
う
、
ま
っ
た
く
の
分
崩
離
析
が
、

つ
い
に
は

「数
千
の
小
園
、
各

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

近
代
の
統
一
園
家
形
成
に
際
し
て
は
、
中
央
と
地
方
に
よ
る
行
政
、
財
政
の
機
能
的
合
理
的
な
権
限
の
分
轄
と
統
制
と
が
、
制
度
的
に
確
立

さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
必
要
保
件
で
あ
っ
た
。

奮
来
封
建
分
立
的
な
政
治
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
移
行
が
ス
ム

ー
ス
に
適
合

的
に
行
な
わ
れ
た
の
に
射
し
、
清
朝
治
下
の
中
園
の
ご
と
き
専
制
的
集
権
園
家
は
、
更
に
困
難
な
遁
を
へ
て
、
こ
の
移
行
を
賓
現
せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

本
稿
は
、
も
と
よ
り
清
代
の
財
政
全
般
に
つ
い
て
述
べ
る
の
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
私
の
考
え
る
「
公
」

「
私
」
の
領
域
に
つ
い



て
は
、
何
ら
そ
の
具
瞳
的
内
容
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
園
家
財
政
の
内
部
で
護
生
し
た
艶
空
、

再
び
重
大
化
し
た
酷
空
の
問
題
な
ど
に
、
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。
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註①
軍
機
大
臣
慶
親
玉
突
勘
等
奏
「
議
覆
度
支
部
奏
請
済
理
財
政
、
宜
先

明
定
緋
法
摺
」
、
中
圏
第
一
一
歴
史
檎
案
館
蔵
清
度
支
部
(
戸
部
〉
楢
案
、

l
凶
l
川
¥
ぼ
¥
忠
良
。
以
下
、
本
稿
で
用
い
る
稽
案
は
、
別
に
明
記
し

な
い
限
り
、
す
べ
て
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。

②

彰

雨

新

「
清
末
中
央
輿
各
省
財
政
関
係
」

『
祉
舎
科
皐
雑
誌
』
第
九
巻

第
一
期
一
九
四
七
。

③
同
前
、
頁
八
三

八

六

。
乾
隆
四
六
年
の
『
戸
部
則
例
』
袋
二

O
庫
議

の
項
、
春
秋
綴
と
題
さ
れ
た
規
定
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

て
各
直
省
司
道
庫
儲
銭
糧
、
該
督
撫
毎
年
於
春
秋
二
季
、
勝
寅
在
存

庫
銀
雨
、
遺
具
春
秩
援
冊
報
部
。
戸
部
殿
明
数
日
、
存
留
本
省
支

用
、
及
協
絢
之
外
、
徐
悉
解
部
充
鈎
。

て
毎
歳
冬
季
、
各
直
省
督
撫
、
各
勝
次
年
一
歳
賂
需
俸
制
、
預
佑
情

報
、
務
部
按
数
援
給
。
凡
援
協
飼
銀
、
先
億
郷
近
省
分
、
再
及
次
近

省
分
。
其
別
有
急
需
態
協
済
者
、
の
於
制
御
近
省
分
遁
融
援
協
。
機
藩

庫
銀
雨
不
敷
、
或
動
墜
課
、
或
議
内
需
、
由
部
随
時
具
奏
。

『
世
租
貫
録
』
巻
九
頁
一
二
、
順
治
元
年
十
月
甲
子
。

同
前
、
巻
一
七
頁
八
|
九
、
順
治
二
年
五
月
丙
寅
。

同
前
、
巻
四
一
頁
十
、
順
治
五
年
一
一
月
辛
来
。

同
前
、
巻
三

O
頁
二
ハ
、
順
治
四
年
正
月
美
未
。

同
前
、
巻
二
五
頁
二
四
、
順
治
三
年
三
月
壬
寅
、
各
二
九
頁
三
、
同
年

③⑦⑥⑤④  

と
く
に
嘉
慶
か
ら
遁
光
時
代
に
、

一
一
月
丁
未
。
編
纂
の
貧
務
は
州
燃
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
秦
世

禎
『
撫
析
機
草
』
(
『
清
史
資
料
』
第
二
輯
一
九
八
て
所
牧
〉
、
頁
一

七
五
、
一
八
て
一
八
四
参
照
。

⑨
『
清
史
稿
』
巻
二
六
三
、
王
弘
鮮
停
、
中
華
室
田
局
版
頁
九
九
O
二。

⑫
順
治
十
年
七
月
六
日
戸
部
題
本
、
清
順
治
朝
題
本
奏
鈴
類
日
。
以
下
楢

案
の
分
類
は
「
順
・
題
・
奏
鎗
」
よ
う
に
略
記
す
る
。

⑪
こ
の
た
め
布
政
司
は
、
毎
年
年
頭
に
、
「
賂
態
解
司
庫
、
及
州
豚
存
留

態
支
銀
数
、
二
援
定
、
造
具
簡
明
徳
冊
、
核
定
後
、
渡
州
問
料
滋
照
解

支
」
、
と
い
う
手
績
き
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
康
照
四
七
年
六
月
二

六
日
戸
部
盗
文
(
務
正
口
年
(
残
紋
〉
雲
南
巡
撫
楊
名
時
題
木
、
薙
-

題
・
奏
鈴
印
、
所
引
〉
。

⑫
佐
伯
富
「
清
代
に
お
け
る
奏
鈴
制
度
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
二
容
一
-
一

誠
一
九
六
三
、
に
く
わ
し
い
。

⑬
「
請
申
巌
就
近
簸
飼
之
制
、
以
無
懐
軍
需
事
題
本
覆
稿
」
、
康
照
七
年

二
月
題
、
『
発
峯
文
紗
』
巻
一
一
旦
一
一
l
l
四。

⑬
順
治
一
八
年
八
月
一
一
二
日
戸
部
題
本
、

『清
代
檎
案
史
料
叢
編
』
第
四

紘
一
九
七
九
、
頁
八
、
参
照
。
ま
た
、
順
治
十
七
年
正
月
一
一
一
一
日
洪
承

鷹
揚
帖
、
『
洪
承
岡
崎
章
奏
文
冊
余
輯
』
一
九
三
七
、
頁
二

O
五。

⑮
潅
・
題
・
糧
飼
7
。

⑮
ま
た
、
康
照
五
七
年
九
月
九
日
雨
康
総
督
錫
琳
題
本
、
康
・
題
・
奏
鈎

-151ー
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n、
に
は
、
慶
東
省
が
康
照
五
六
年
分
丘
(
鈎
の
歳
需
を
見
積
っ
て
冊
報
し

て
き
た
の
に
射
し
、
戸
部
は
そ
の
財
源

・
数
目
を
指
冊以
し
て
、
五
五
年
一

二
月
一
一
一
日
に
題
准
を
得
て
、

巡
撫
に
盗
報
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
「
正

月
綴
飼
」
の
手
絡
き
は
、
前
年
一
一
一
月
内
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

⑫

漉

正
二
年
六
月
一
日
吏
部
題
木
、
難
・
題

・
例
行
お
、
に
、

査
得
、
戸
部
洛
稿
、
直
線
巡
惚
李
維
鈎
、
以
直
属
各
鎖
後
腹
需
出
世
正

試
年
俸
飼
等
銀
預
佑
倒
、
准
洛
行
令
拾
月
内
到
部
。
今
拾
月
己
絡
、

向
未
迭
到
・・・

。

と
み
え
る
。

⑬

『

皇

朝
文
献
一週
考
』
巻
四
O
頁
二
。

⑬

『文
献
叢
編
』
第
二
斡
一
九
三

O
、
頁
二
四
。

③
策
問
二
八
四
九
。

@

年

代
は
下
る
が
、
王
鹿
雲

『
照
朝
紀
政
』
径
三
頁
五
二
に
、
戸
部
銀
庫

の
+
又
出
と
し
て
、

道
光
二
九
年
九
、
四
六

O
、
七

O
二
爾
零

三
O
年
九
、
五
六
四
、

O
五
九
雨
零

威
堕
元
年

九
、
五
六
九
、
九
一
一
雨
零

と
い
う
数
字
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

③
例
え
ば
、
地
丁
銭
糧
か
ら
得
ら
れ
る
京
納
は
、
布
政
司
へ
の
起
運
分
か

ら
出
る
。
そ
こ
で
卒
時
に
お
い
て
も
、
州
脈
で
は
存
関
款
項
よ
り
も
起
運

を
催
先
す
る
べ
し
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
(康
照
『
大
清
舎
典
』
巻
二
四

頁
二
九
〉
。

ま
た
州
豚
官
の
方
で
も
、
存
留
分
は
自
ら
が
支
給
す
る
項
目

で
あ
る
か
ら
、
綬
く
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
起
運
は
「
緊
要
」
で
あ

る
、
と
意
識
さ
れ
て
い
た
(『一
縮
慰
全
書
』
径
七
頁

一五)。

③

『

照
朝
紀
政
』
各
三
頁
五
二
。
例
解
部
款
、
常
掃
な
ど
の
ほ
か
は
、

「
不
敷
銀
、
随
時
奏
問
、
於
盈
餓
省
分
地
丁

・
殴

・
関
、
指
款
解
部
陣
。

加
熱
定
額
」
と
あ
る
よ
う
に
、
定
額
が
な
く
、
春
秋
綴
制
に
よ

っ
て
撒
解
さ

れ
る
京
鈎
に
よ

っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
。

@

康

・
題

・
奏
鈎
%
。

②
「
正
月
段
飾
」
の
際
の
戸
部
の
谷
文
に
は
、
「
其
木
年
強
畷

・
小
建

・

下
剰
等
銀
、
初
存
司
庫
、
照
例
一笑
報
、
聴
候
部
文
、
機
充
下
年
兵
飼
」
、

と
い
う
文
言
が
、
必
ず
添
え
ら
れ
て
い
た
。

康
照
五
七
年
九
月
九
日
雨
康

総
督
楊
樹
琳
題
木
、
康
・
題
・
奏
鈎
泊
、
お
よ
び
、
難
正
元
年
一
一
一
月
五

日
湖
庚
巡
撫
納
斉
略
題
木
、
落

・
題

・
糧
鈎
1
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
用
す
る

戸
部
容
文
。

⑧

康

照
五
九
年
九
月
二
四
日
戸
部
題
本
、
康
・
題

・
奏
鈎
辺
。

@

註
③
に
引
い
た
『
岡
山
朝
紀
政
』
の
記
事
参
照
。

②

薙

・
題

・
瞬
務
2
。

@

地
丁
の
徴
牧
は
、
上
忙
、
下
忙
の
二
期
に
わ
け
て
行
な
わ
れ
た
。
原
則

と
し
て
は
、
春
に
は
、
前
年
の
下
忙
分
が
徴
収
ず
み
で
あ
り
、
秋
に
は
、

嘗
年
の
上
忙
分
が
徴
牧
ず
み
で
、
そ
れ
ぞ
れ
布
政
司
に
起
運
さ
れ
終
っ
て

い
る
の
で
、
こ
の
二
季
に
京
飼
の
起
解
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

③

擁
立
四
年
二
月
二
八
日
奏
。
清
華
大
皐
図
書
館
蔵
『
戸
部
奏
洛
潅
正

元
年
至
乾
隆
十
二
年
』
不
分
巻
妙
本
、
第
二
冊
、
薙
正
四
年
五
月
二
日

到
の
戸
部
盗
文
中
に
引
用
さ
れ
た
も
の
。
こ
の
紗
本
の
書
名
は
、
同
図
書

館
で
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
は
、
貴
州
省
の
巡
撫
街
門
に
届
い

た
戸
部
の
次官文
を
紗
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
判
断
さ
れ
る
。

③
『
戸
部
奏
盗
』
第
一
問
、
難
正
三
年
正
月
八
日
到
の
戸
部
谷
文
。

②
『
翠
租
寅
録
』
忠
信
七
二
頁
四
|
五
、
康
照

一
七
年
三
月
辛
巳
の
候
。
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@
薙
正
『
大
清
曾
典
』
巻
コ
二
頁
八
。

@
同
前
、
頁
八
|
九
。

③

『

戸
部
奏
谷
』
第
二
冊
、
薬
正
四
年
一
二
月
一
二
日
到
の
戸
部
海
文

に
、
十
月
一
一
一
日
内
閣
交
出
と
し
て
引
く
。
ま
た
『
世
宗
怒
皇
帝
上
稔
内

閣
』
巻
四
九
頁
三
O
ハ
十
月
一

八
日
)
に
ほ
ぼ
同
文
を
載
せ
る
。

③
『
薙
正
朝
上
議
楢
』
単
位
三
頁
二
七
、
薙
正
八
年
九
月
十
日
候
。
『
史
料

叢
編
』
所
枚
。
ま
た
『
世
宗
態
皇
帝
上
議
内
閣
』
巻
九
八
頁
五
六
(
九

月

一
一
日
)
に
ほ
ぼ
同
文
を
載
せ
る
。

@
『
清
史
稿
』
巻

二
二
、

食
貨
二、

頁
三
五
三

00

③
薙
正
元
年

一一一
月
九
日
署
甘
粛
巡
撫
事
待
徳
題
本
、
潅
・
題

・
回
賦

日
、
に
、
左
の
よ
う
に
言
う
。

値
目
御
史
保
奏
内
稿
、
藩
庫
恒
同
銭
糧
線
医
、
典
守
泰
重
、
責
在
落

司
。
査
盤
断
足
、

責
在
巡
継
い
。
各
宜
奉
公
守
法
、
不
容
少
有
俵
借
。

但
撫
藩
情
好
易
密
、
多
至
相
鴛
表
裏
。
藩
司
侵
那
、
則
力
懇
巡
撫
代

潟
掩
護
、
巡
撫
濫
用
該
藩
司
、
不
得
不
一
一
際
付
、
以
公
裕
之
蓄

儲
、
寛
視
信
用
私
家
之
出
入
、
而幅
削空
途
不
可
数
計
。
.

@

康

照

口
年
(
残
飲
)
山
東
巡
撫
魔
羅
崇
恩
題
本
、
震

・
題

・
田
賦
M
。

@
「
輸
相
撲
和
碩
恰
賢
親
王
行
欣
」
、

『
澄
懐
園
文
存
』
巻
一
四
頁
て
四
。

⑪

同
註
@
。

@
註
①
参
照
。

⑬

『

戸
部
奏
務
』
第
二
冊
、

薙
正
五
年
三
月
四
日
到
の
戸
部
谷
文
。
ま
た

難
正
八
年
に
は
、
帝
自
ら
提
議
し
て
、
州
燃
に
も
銀
雨
を
酌
留
し
て
封
儲

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

@

乾

隆

『
曾
典
則
例
』
巻
三
七
頁
五
五
|
五
六
。

@

同
註
③
。

⑬

『

戸
部
奏
谷
』
第
二
冊
、
難
正
四
年
六
月
一
四
日
上
識
に
左
の
よ
う
に

言
う
。

何
以
解
京
之
項
短
紋
倶
如
此
之
多
。
蓋
縁
各
省
藩
庫
季
報
賞
存
銀

雨
、
悉
令
緩
解
京
飾
、
藩
庫
倹
有
縦
空
、
不
能
掩
飾
、

於
地
方
官
甚

有
不
便
。
故
終
解
部
之
項
、
経
卒
閉
山
免
、
或
如
存
於
解
官
私
索
、
使

。‘

必
有
短
少
、
以
見
銀
庫
有
弼
免
苛
刻
之
畿
、
明
篤
将
来
協
扱
存
留
、

那
移
掩
飾
之
計
。

@
問
機
正
四
年
一
二
月
四
日
摺
。
『
宮
中
捲
潅
正
朝
奏
摺
』
第
七
輯

一
九

七
八
、
頁
六
六。

⑬

潅

正

三
年
七
月
六
日
摺
。
同
前
、
第
四
輯
、
頁
六
二
四

l
五。

⑬
同
註
③
。

@
潅
正
四
年
八
月
二
八
日
戸
部
の
議
覆
に
よ
っ
て
「
一
腹
銭
糧
街
門
」
が

春
秩
二
季
の
造
船
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
(
九
月
一
日
常事
国国)。

『
戸
部
奏

答
』
第
二
冊
。
ま
た
同
年
一
一
月
二
O
日
到
の
戸
部
谷
文
に
は
、
「
長
蔵

(
間
開
運
司
)
」
の
報
冊
が
未
到
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

@
『
蘇
藩
政
要
』
二
巻
、
紗
本
二
冊
。
南
関
大
泉
聞
書
館
蔵
。
岡
本
は
光

絡

二二
年
、
在
折
な
る
人
物
に
よ
る
紗
本
で
あ
る
。
ま
た
『
中
央
研
究
院

歴
史
語
言
研
究
所
善
本
書
目
』
に
は
、
別
の
紗
本
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。

南
関
大
皐
本
は
、
別
の
「
欽
目
源
流
』
、
『
掲
機
款
目
』
、

『
票
稿
録
』、

『
詳
蕎
録
』
、

『
銭
穀
規
成
』
の
諸
紗
本
と
一

緒
に
し
て、

『
刊
紙
藩
政
一
安
』

と
い
う
書
名
の
も
と
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
「
一一一
援
佑
飾
冊
」
に
関
す
る

記
事
は
、
各
上
頁
七

l
八。

@
徳
一
踊
孫
綿
、
侠
名
綴
綿
『
闘
政
領
要
』
巻
上
頁

一
五
。

@
安
部
健
夫
「
耗
羨
提
解
の
研
究
|
|
『漉
正
史
』
の
一
章
と
し
て
み
た

|
|
」
(
原
載
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
六
径
四
放
一
九
五
八
)

『清
代
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史
の
研
究
』
一

九
七
て
頁
七

O
七
以
下
で
、
「
耗
茨
の
正
項
化
」
が
言

わ
れ
て
い
る
の
を
参
照
。
ま
た
清
代
の

「公
費
」
に
つ
い
て
は
、
岩
見
宏

「
潅
正
時
代
に
お
け
る
公
費
の
一
考
宏
一亡
、

『
東
洋
史
研
究
』
第

一
五
巻

四
放

一
九
五
七
、

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い。

@
阿
桂
「
論
一
明
丘
(
箸
銅
疏
」
、
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
二
六
頁

二
九
|
一一一

。。
③
地
了
未
進
と
郎
容
エ
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
中
正
「
清
末
の
財
政
と
官
僚
の

性
格
」
『
近
代
中
図
研
究
』
第
二
純
一
九
五
八
、
関
政
に
つ
い
て
は
佐
伯

富
『
清
代
間
政
の
研
究
』

一
九
五
六
、
を
参
照
。

③
『
史
料
旬
刊
』
第
一一一一
J
一一一

O
期
(
一
九
三
一
〉
に
連
載
さ
れ
た
、

「
会
核
嘉
慶
十
七
年
各
直
省
銭
糧
出
入
清
単
」
の
関
税
項
下
の
収
入
を
総

計
す
る
と
、

四
六
三
高
除
雨
で
あ
る
。
ま
た

北
京
図
書
館
蔵
鈴
本
『
歳

出
品
回
入
簡
明
徳
叩
』
道
光
一
八

l
二
八
年
、
に
よ
っ

て、

毎
年
の
関
税
項

下
の
合
計
を
算
出
す
る
と
、
道
光
一
八
年
H
H
四
六
八
寓
徐
雨
、
一
九
年
リ

四
八
六
高
徐
爾
で
あ
る
。
乾
隆
三
一
年
の
数
字
は
、

『
清
史
稿
』
各

一
O

O
食
貨
六
、
頁
三
七

O
一
二
、
に
よ
る
。

@
『
宣
宗
貫
録
』
巻
五

O
頁
一

O
、
道
光
三
年
三
月
甲
成
の
僚
。

@

同

右

、
各
二

O
九
頁
一
六
、
道
光
一
二
年
四
月
丁
亥
の
係
。

@

同

右

、
径
二
六
八
頁
六
、
道
光
一
五
年
間
六
月
乙
丑
の
僚
。

@

『湘
軍
士
山
』
饗
飼
篇
、
頁
一
。

@

光

緒

一
一
年
八
月
一
一一
一日
突
諜
等
奏
、
近
代
中
園
資
料
叢
刊

『
洋
務
運

動
』

一
九
六
一、

第
三
冊
頁
五
四
二
。
但
し
、
影
津
盆
ご
九
世
紀
五

十
至
七
十
年
代
清
朝
的
財
政
危
機
和
財
政
捜
剖
的
加
劇
」
(『歴
史
皐
』

一
九
七
九
年
第
二
期
〉
は
、
預
媛
制
か
ら
機
級
制
へ
の
移
行
を
、

成
盟
六

年
と
す
る
が
、
そ
の
根
擦
は
一不
さ
れ
て
い
な
い
。

@
『
文
宗
資
銀
』
巻

一一一一一
頁
二
六
、
成
豊
三
年
二
月
戊
辰
の
係
。

@
越
嫡
麟
「
請
統
一
一
財
様
、
整
理
園
政
摺
」
、

『政
治
官
報
』
第
二
三
三
披

光
絡
三
四
年
五
月
一
一
一一一
目
、
頁
六
。

〔
附
記
〕
本
稿
で
引
用
し
た
中
圏
第
一
歴
史
捲
案
館
所
蔵
の
指
案
史
料

は
、
同
館
よ
り
部
分
的
引
用
の
許
可
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
同
館
、
ま
た
貴

重
書
‘の
閲
覧
を
許
可
さ
れ
た
南
関
、
清
華
爾
大
皐
図
書
館
、
北
京
図
書
館
に

感
謝
し、

あ
わ
せ
て
筆
者
の
導
師
と
し
て
熱
心
な
指
導
を
賜
わ
り
、
こ
れ
ら

の
資
料
閲
覧
の
た
め
手
績
の
労
を
取
っ
て
下
さ
っ
た
、
北
京
大
祭
陳
慶
華

数
授
、
南
関
大
皐
陳
振
江
副
敬
授
に
、
深
く
感
謝
い
た
し
た
い
。
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Another characteristic of the order's methods of discipline, the Ｓ心址

ｄｈｉｋｒ.　alsohad an important effect on the　expanding　influence　of the

order, although this method deeply retained the aspect of secrecy. In the

history of the order・ｏｃａｌｄ臨ｋ『was often used as the dhikｒ of the

order. This fact　evidences　the　continued　ｅχistence　of　persons　who

opposed to the ｓilentｄｈｉｋｒｍ the order.

PEKING AND PROVINCIAL GOVERNMENTS IN THE

　　

QING FINANCIAL ADMINISTRATION： ON THE

　　　

SYSTEM OF FITTING ALLOCATION 酌撥制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　

IWAI Shigeki

　　

The enactment oi　tｈｅ　ｒｅｇｕlatｉｏｎｆｏｒｆｉttｉｎｇａｌｌｏｃａtin酌撥條例in

1724 introduced tｈｅ　ｓｐｒｉｎｇａｎｄ ａｕtｕｍｎ　ａｃｃｏｕｎtｒｅｇｉｓtｅｒ春秋撥珊（＝季

報冊）tｏ the Hubu, in adition to the ｅχisting system ｏｉ　ａｐｐｒｏｐｒiatｉｏｎｉｎ

th≪　fiｒｓtｍｏｎth OJ’ the ｙｅａｒ正月撥餉and the remittance to Peking and

other provinces. According to this regulation, the Hubu managed the flow

of gains and losses of regular fiscal items正額銭糧in the local treasuries

at appropriate times. Furthermore, based on the actual state of the local

treasuries, the remittance to Peking and other provinces　was allocated.

In this way, it became　possible for　the Hubu to　adjust　an ｅ伍cient

national financial administration. The local treasuries were united around

the central Hubu treasury. Connected organically, both treasuries became

linked

　

together as　one national treasury.　Concerning　the national

government's regular fiscal　items, the financial　administration　in　each

province

　

only

　

obeyed

　

the

　

expenditure

　

provisions

　

and

　

the

　

amount of

allocations that were determined by the Hubu. Ａ thoroughly centralized

control was thus realized.

　　

The national government's financial administration based　upon this

principle of “&θ撥”was changed after the Taiping rebellion into ａ

system based upon the principle of “なzｇ擁”whereby ａ 丘χed amount

equal to the capital's remittance　was　alloctaed to　each　province. This

change manifests itself in the introduction of income of the Z以珈麓金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－４－



for example, outside the system of the regular fiscalitems. It originated

in the fact that in the ｅχistingsystem the relative importance of the

yearly income, which the Hubu could not entirelycontrol,had increased.

- ５


